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- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き
続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有して
おらず、かつ、過去十年以内において国内に
住所又は居所を有していた期間の合計が五年
以下である個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す
る法人をいう。
七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若し
くは合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
八の三 法人課税信託 法人税法（昭和四十年法律
第三十四号）第二条第二十九号の二（定義）
に規定する法人課税信託をいう。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き
続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有して
おらず、かつ、過去十年以内において国内に
住所又は居所を有していた期間の合計が五年
以下である個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す
る法人をいう。
七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若し
くは合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
八の三 法人課税信託 法人税法（昭和四十年法律
第三十四号）第二条第二十九号の二（定義）
に規定する法人課税信託をいう。
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九 公社債 公債及び社債（会社以外の法人が特別
の法律により発行する債券を含む。）をい
う。
十 預貯金 預金及び貯金（これらに準ずるものと
して政令で定めるものを含む。）をいう。
十一 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第
四十三号）により同法第一条第一項（兼営の
認可）に規定する信託業務を営む同項に規定
する金融機関を含む。）が引き受けた金銭信
託で、共同しない多数の委託者の信託財産を
合同して運用するもの（投資信託及び投資法
人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十
八号）第二条第二項（定義）に規定する委託
者非指図型投資信託及びこれに類する外国投
資信託（同条第二十二項に規定する外国投資
信託をいう。第十二号の二及び第十三号にお
いて同じ。）並びに委託者が実質的に多数で
ないものとして政令で定める信託を除く。）
をいう。
十二 貸付信託 貸付信託法（昭和二十七年法律第
百九十五号）第二条第一項（定義）に規定す
る貸付信託をいう。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関す
る法律第二条第三項に規定する投資信託及び
外国投資信託をいう。
十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関す
る法律第二条第四項に規定する証券投資信託
及びこれに類する外国投資信託をいう。
十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託の
うち、元本の追加信託をすることができるも
のをいう。
十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その
信託財産を公社債に対する投資として運用す
ることを目的とするもので、株式（投資信託
及び投資法人に関する法律第二条第十四項に
規定する投資口を含む。第二十四条（配当所
得）、第二十五条（配当等とみなす金額）、
第五十七条の四第三項（株式交換等に係る譲
渡所得等の特例）、第百七十六条第一項及び
第二項（信託財産に係る利子等の課税の特
例）、第二百二十四条の三第二項第一号（株
式等の譲渡の対価の受領者の告知）並びに第
二百二十五条第一項第二号（支払調書及び支
払通知書）において同じ。）又は出資に対す
る投資として運用しないものをいう。
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以
外の投資信託のうち、信託財産として受け入
れた金銭を公社債等（公社債、手形、指名金
銭債権（指名債権であつて金銭の支払を目的
とするものをいう。）その他の政令で定める
資産をいう。）に対して運用するものとして
政令で定めるものをいう。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に
係る受益権の募集が公募（金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第三
項（定義）に規定する取得勧誘のうち同項第

九 公社債 公債及び社債（会社以外の法人が特別
の法律により発行する債券を含む。）をい
う。
十 預貯金 預金及び貯金（これらに準ずるものと
して政令で定めるものを含む。）をいう。
十一 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第
四十三号）により同法第一条第一項（兼営の
認可）に規定する信託業務を営む同項に規定
する金融機関を含む。）が引き受けた金銭信
託で、共同しない多数の委託者の信託財産を
合同して運用するもの（投資信託及び投資法
人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十
八号）第二条第二項（定義）に規定する委託
者非指図型投資信託及びこれに類する外国投
資信託（同条第二十二項に規定する外国投資
信託をいう。第十二号の二及び第十三号にお
いて同じ。）並びに委託者が実質的に多数で
ないものとして政令で定める信託を除く。）
をいう。
十二 貸付信託 貸付信託法（昭和二十七年法律第
百九十五号）第二条第一項（定義）に規定す
る貸付信託をいう。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関す
る法律第二条第三項に規定する投資信託及び
外国投資信託をいう。
十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関す
る法律第二条第四項に規定する証券投資信託
及びこれに類する外国投資信託をいう。
十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託の
うち、元本の追加信託をすることができるも
のをいう。
十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その
信託財産を公社債に対する投資として運用す
ることを目的とするもので、株式（投資信託
及び投資法人に関する法律第二条第十四項に
規定する投資口を含む。第二十四条（配当所
得）、第二十五条（配当等とみなす金額）、
第五十七条の四第三項（株式交換等に係る譲
渡所得等の特例）、第百七十六条第一項及び
第二項（信託財産に係る利子等の課税の特
例）、第二百二十四条の三第二項第一号（株
式等の譲渡の対価の受領者の告知）並びに第
二百二十五条第一項第二号（支払調書及び支
払通知書）において同じ。）又は出資に対す
る投資として運用しないものをいう。
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以
外の投資信託のうち、信託財産として受け入
れた金銭を公社債等（公社債、手形、指名金
銭債権（指名債権であつて金銭の支払を目的
とするものをいう。）その他の政令で定める
資産をいう。）に対して運用するものとして
政令で定めるものをいう。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に
係る受益権の募集が公募（金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第三
項（定義）に規定する取得勧誘のうち同項第
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一号に掲げる場合に該当するものとして政令
で定めるものをいう。）により行われた公社
債等運用投資信託（法人税法第二条第二十九
号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限
る。）をいう。
十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法
律（平成十年法律第百五号）第二条第十三項
（定義）に規定する特定目的信託をいう。
十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第二条
第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信
託をいう。
十六 たな卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他
の資産（有価証券及び山林を除く。）でたな
卸をすべきものとして政令で定めるものをい
う。
十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるものをいう。
十八 固定資産 土地（土地の上に存する権利を含
む。）、減価償却資産、電話加入権その他の
資産（山林を除く。）で政令で定めるものを
いう。
十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の
基因となり、又は不動産所得、事業所得、山
林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に
供される建物、構築物、機械及び装置、船
舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で償却をすべきものとし
て政令で定めるものをいう。
二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出
する費用のうち支出の効果がその支出の日以
後一年以上に及ぶもので政令で定めるものを
いう。
二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款（所
得の種類及び各種所得の金額）に規定する利
子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、
一時所得及び雑所得をいう。
二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一
款に規定する利子所得の金額、配当所得の金
額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給
与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の
金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び
雑所得の金額をいう。
二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の
使用料に係る所得その他の所得で年年の変動
の著しいもののうち政令で定めるものをい
う。
二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより
一時に取得する契約金に係る所得その他の所
得で臨時に発生するもののうち政令で定める
ものをいう。
二十五 純損失の金額 第六十九条第一項（損益通
算）に規定する損失の金額のうち同条の規定
を適用してもなお控除しきれない部分の金額

一号に掲げる場合に該当するものとして政令
で定めるものをいう。）により行われた公社
債等運用投資信託（法人税法第二条第二十九
号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限
る。）をいう。
十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法
律（平成十年法律第百五号）第二条第十三項
（定義）に規定する特定目的信託をいう。
十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第二条
第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信
託をいう。
十六 たな卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他
の資産（有価証券及び山林を除く。）でたな
卸をすべきものとして政令で定めるものをい
う。
十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるものをいう。
十八 固定資産 土地（土地の上に存する権利を含
む。）、減価償却資産、電話加入権その他の
資産（山林を除く。）で政令で定めるものを
いう。
十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の
基因となり、又は不動産所得、事業所得、山
林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に
供される建物、構築物、機械及び装置、船
舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で償却をすべきものとし
て政令で定めるものをいう。
二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出
する費用のうち支出の効果がその支出の日以
後一年以上に及ぶもので政令で定めるものを
いう。
二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款（所
得の種類及び各種所得の金額）に規定する利
子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、
一時所得及び雑所得をいう。
二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一
款に規定する利子所得の金額、配当所得の金
額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給
与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の
金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び
雑所得の金額をいう。
二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の
使用料に係る所得その他の所得で年年の変動
の著しいもののうち政令で定めるものをい
う。
二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより
一時に取得する契約金に係る所得その他の所
得で臨時に発生するもののうち政令で定める
ものをいう。
二十五 純損失の金額 第六十九条第一項（損益通
算）に規定する損失の金額のうち同条の規定
を適用してもなお控除しきれない部分の金額
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をいう。
二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項（雑損控
除）に規定する損失の金額の合計額が同項各
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げ
る金額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定
める災害をいう。
二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識す
る能力を欠く常況にある者、失明者その他の
精神又は身体に障害がある者で政令で定める
ものをいう。
二十九 特別障害者 障害者のうち、精神又は身体
に重度の障害がある者で政令で定めるものを
いう。
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻
をしていない者又は夫の生死の明らかでな
い者で政令で定めるもののうち、扶養親族
その他その者と生計を一にする親族で政令
で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻
をしていない者又は夫の生死の明らかでな
い者で政令で定めるもののうち、第七十条
（純損失の繰越控除）及び第七十一条（雑
損失の繰越控除）の規定を適用しないで計
算した場合における第二十二条（課税標
準）に規定する総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額の合計額（以下この条に
おいて「合計所得金額」という。）が五百
万円以下であるもの

三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した
後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らか
でない者で政令で定めるもののうち、その者
と生計を一にする親族で政令で定めるものを
有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下で
あるものをいう。
三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に
基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得
又は雑所得（以下この号において「給与所得
等」という。）を有するもののうち、合計所
得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計
所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る
部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六
号）第一条（学校の範囲）に規定する学校
の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法（昭和二
十四年法律第二百七十号）第三条（定義）
に規定する学校法人、同法第六十四条第四
項（私立専修学校及び私立各種学校）の規
定により設立された法人若しくはこれらに
準ずるものとして政令で定める者の設置し
た学校教育法第百二十四条（専修学校）に
規定する専修学校又は同法第百三十四条第
一項（各種学校）に規定する各種学校の生
徒で政令で定める課程を履修するもの

をいう。
二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項（雑損控
除）に規定する損失の金額の合計額が同項各
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げ
る金額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定
める災害をいう。
二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識す
る能力を欠く常況にある者、失明者その他の
精神又は身体に障害がある者で政令で定める
ものをいう。
二十九 特別障害者 障害者のうち、精神又は身体
に重度の障害がある者で政令で定めるものを
いう。
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻
をしていない者又は夫の生死の明らかでな
い者で政令で定めるもののうち、扶養親族
その他その者と生計を一にする親族で政令
で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻
をしていない者又は夫の生死の明らかでな
い者で政令で定めるもののうち、第七十条
（純損失の繰越控除）及び第七十一条（雑
損失の繰越控除）の規定を適用しないで計
算した場合における第二十二条（課税標
準）に規定する総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額の合計額（以下この条に
おいて「合計所得金額」という。）が五百
万円以下であるもの

三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した
後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らか
でない者で政令で定めるもののうち、その者
と生計を一にする親族で政令で定めるものを
有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下で
あるものをいう。
三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に
基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得
又は雑所得（以下この号において「給与所得
等」という。）を有するもののうち、合計所
得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計
所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る
部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六
号）第一条（学校の範囲）に規定する学校
の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法（昭和二
十四年法律第二百七十号）第三条（定義）
に規定する学校法人、同法第六十四条第四
項（私立専修学校及び私立各種学校）の規
定により設立された法人若しくはこれらに
準ずるものとして政令で定める者の設置し
た学校教育法第百二十四条（専修学校）に
規定する専修学校又は同法第百三十四条第
一項（各種学校）に規定する各種学校の生
徒で政令で定める課程を履修するもの
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ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法
（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四
条第三項（職業訓練の認定）に規定する認
定職業訓練を受ける者で政令で定める課程
を履修するもの

三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居
住者と生計を一にするもの（第五十七条第一
項（事業に専従する親族がある場合の必要経
費の特例等）に規定する青色事業専従者に該
当するもので同項に規定する給与の支払を受
けるもの及び同条第三項に規定する事業専従
者に該当するものを除く。）のうち、合計所
得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十三の二 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者
のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十四 扶養親族 居住者の親族（その居住者の配
偶者を除く。）並びに児童福祉法（昭和二十
二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第
三号（都道府県の採るべき措置）の規定によ
り同法第六条の三第一項（定義）に規定する
里親に委託された児童及び老人福祉法（昭和
三十八年法律第百三十三号）第十一条第一項
第三号（市町村の採るべき措置）の規定によ
り同号に規定する養護受託者に委託された老
人でその居住者と生計を一にするもの（第五
十七条第一項に規定する青色事業専従者に該
当するもので同項に規定する給与の支払を受
けるもの及び同条第三項に規定する事業専従
者に該当するものを除く。）のうち、合計所
得金額が三十八万円以下である者をいう。
◆追加◆
三十四の二 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢
十六歳以上二十三歳未満の者をいう。
三十四の三 老人扶養親族 扶養親族のうち、年齢
七十歳以上の者をいう。
三十五 特別農業所得者 その年において農業所得
（米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の
生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他
これに類するものとして政令で定める事業か
ら生ずる所得をいう。以下この号において同
じ。）の金額が総所得金額の十分の七に相当
する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後
に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所
得の金額の十分の七をこえる者をいう。
三十六 予定納税額 第百四条第一項（予定納税額
の納付）又は第百七条第一項（特別農業所得
者の予定納税額の納付）（これらの規定を第
百六十六条（非居住者に対する準用）におい
て準用する場合を含む。）の規定により納付
すべき所得税の額をいう。
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及
び第二款（確定申告）（第百六十六条におい
て準用する場合を含む。）の規定による申告
書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
三十八 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申

ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法
（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四
条第三項（職業訓練の認定）に規定する認
定職業訓練を受ける者で政令で定める課程
を履修するもの

三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居
住者と生計を一にするもの（第五十七条第一
項（事業に専従する親族がある場合の必要経
費の特例等）に規定する青色事業専従者に該
当するもので同項に規定する給与の支払を受
けるもの及び同条第三項に規定する事業専従
者に該当するものを除く。）のうち、合計所
得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十三の二 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者
のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十四 扶養親族 居住者の親族（その居住者の配
偶者を除く。）並びに児童福祉法（昭和二十
二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第
三号（都道府県の採るべき措置）の規定によ
り同法第六条の三第一項（定義）に規定する
里親に委託された児童及び老人福祉法（昭和
三十八年法律第百三十三号）第十一条第一項
第三号（市町村の採るべき措置）の規定によ
り同号に規定する養護受託者に委託された老
人でその居住者と生計を一にするもの（第五
十七条第一項に規定する青色事業専従者に該
当するもので同項に規定する給与の支払を受
けるもの及び同条第三項に規定する事業専従
者に該当するものを除く。）のうち、合計所
得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、
年齢十六歳以上の者をいう。
三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のう
ち、年齢 十九歳以上二十三歳未満の者をい
う。
三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のう
ち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十五 特別農業所得者 その年において農業所得
（米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の
生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他
これに類するものとして政令で定める事業か
ら生ずる所得をいう。以下この号において同
じ。）の金額が総所得金額の十分の七に相当
する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後
に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所
得の金額の十分の七をこえる者をいう。
三十六 予定納税額 第百四条第一項（予定納税額
の納付）又は第百七条第一項（特別農業所得
者の予定納税額の納付）（これらの規定を第
百六十六条（非居住者に対する準用）におい
て準用する場合を含む。）の規定により納付
すべき所得税の額をいう。
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及
び第二款（確定申告）（第百六十六条におい
て準用する場合を含む。）の規定による申告
書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
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告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
四十 青色申告書 第百四十三条（青色申告）（第
百六十六条において準用する場合を含む。）
の規定により青色の申告書によつて提出する
確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書
をいう。
四十一 確定申告期限 第百二十条第一項（確定所
得申告）（第百六十六条において準用する場
合を含む。）の規定による申告書の提出期限
をいい、年の中途において死亡し又は出国を
した場合には、第百二十五条第一項（年の中
途で死亡した場合の確定申告）又は第百二十
七条第一項（年の中途で出国をする場合の確
定申告）（これらの規定を第百六十六条にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申
告書の提出期限をいう。
四十二 出国 居住者については、国税通則法第百
十七条第二項（納税管理人）の規定による納
税管理人の届出をしないで国内に住所及び居
所を有しないこととなることをいい、非居住
者については、同項の規定による納税管理人
の届出をしないで国内に居所を有しないこと
となること（国内に居所を有しない非居住者
で第百六十四条第一項第一号から第三号まで
（非居住者に対する課税の方法）に掲げる非
居住者に該当するものについては、これらの
号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなく
なることとし、国内に居所を有しない非居住
者で同項第四号に掲げる非居住者に該当する
ものについては、国内において行う第百六十
一条第二号（人的役務の提供事業に係る対
価）に規定する事業を廃止することとす
る。）をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十四 決定 第十九条（納税地指定の処分の取消
しがあつた場合の申告等の効力）の場合を除
き、国税通則法第二十五条（決定）の規定に
よる決定をいう。
四十五 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで
（源泉徴収）の規定により所得税を徴収し及
び納付することをいう。
四十六 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十七 充当 第百九十条（年末調整）及び第百九
十一条（過納額の還付）の場合を除き、国税
通則法第五十七条第一項（充当）の規定によ
る充当をいう。
四十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。

２ この法律において、「相続人」には、包括受遺
者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺

三十八 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申
告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
四十 青色申告書 第百四十三条（青色申告）（第
百六十六条において準用する場合を含む。）
の規定により青色の申告書によつて提出する
確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書
をいう。
四十一 確定申告期限 第百二十条第一項（確定所
得申告）（第百六十六条において準用する場
合を含む。）の規定による申告書の提出期限
をいい、年の中途において死亡し又は出国を
した場合には、第百二十五条第一項（年の中
途で死亡した場合の確定申告）又は第百二十
七条第一項（年の中途で出国をする場合の確
定申告）（これらの規定を第百六十六条にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申
告書の提出期限をいう。
四十二 出国 居住者については、国税通則法第百
十七条第二項（納税管理人）の規定による納
税管理人の届出をしないで国内に住所及び居
所を有しないこととなることをいい、非居住
者については、同項の規定による納税管理人
の届出をしないで国内に居所を有しないこと
となること（国内に居所を有しない非居住者
で第百六十四条第一項第一号から第三号まで
（非居住者に対する課税の方法）に掲げる非
居住者に該当するものについては、これらの
号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなく
なることとし、国内に居所を有しない非居住
者で同項第四号に掲げる非居住者に該当する
ものについては、国内において行う第百六十
一条第二号（人的役務の提供事業に係る対
価）に規定する事業を廃止することとす
る。）をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十四 決定 第十九条（納税地指定の処分の取消
しがあつた場合の申告等の効力）の場合を除
き、国税通則法第二十五条（決定）の規定に
よる決定をいう。
四十五 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで
（源泉徴収）の規定により所得税を徴収し及
び納付することをいう。
四十六 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十七 充当 第百九十条（年末調整）及び第百九
十一条（過納額の還付）の場合を除き、国税
通則法第五十七条第一項（充当）の規定によ
る充当をいう。
四十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。
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贈者を含むものとする。 ２ この法律において、「相続人」には、包括受遺
者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺
贈者を含むものとする。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（非課税所得）
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さ
ない。
一 当座預金の利子（政令で定めるものを除
く。）
二 学校教育法第一条（学校の範囲）に規定する
小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育
学校又は同法第七十六条（特別支援学校の部
別）に規定する特別支援学校の小学部、中学
部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学
校の長の指導を受けて預入し又は信託した預
貯金（前号に規定するものを除く。）又は合
同運用信託で政令で定めるものの利子又は収
益の分配
三 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に
掲げるもの
イ 恩給法（大正十二年法律第四十八号）に規
定する増加恩給（これに併給される普通恩
給を含む。）及び傷病賜金その他公務上又
は業務上の事由による負傷又は疾病に基因
して受けるこれらに準ずる給付で政令で定
めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金（死亡した者の
勤務に基づいて支給されるものに限る。）
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は
身体に障害のある者に関して実施する共済
制度で政令で定めるものに基づいて受ける
給付

四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため旅行をし、若しくは
転任に伴う転居のための旅行をした場合又は
就職若しくは退職をした者若しくは死亡によ
る退職をした者の遺族がこれらに伴う転居の
ための旅行をした場合に、その旅行に必要な
支出に充てるため支給される金品で、その旅
行について通常必要であると認められるもの
五 給与所得を有する者で通勤するもの（以下こ
の号において「通勤者」という。）がその通
勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使
用のために支出する費用に充てるものとして
通常の給与に加算して受ける通勤手当（これ
に類するものを含む。）のうち、一般の通勤
者につき通常必要であると認められる部分と
して政令で定めるもの
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける
金銭以外の物（経済的な利益を含む。）でそ
の職務の性質上欠くことのできないものとし
て政令で定めるもの
七 国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、
その勤務により国内で勤務した場合に受ける

（非課税所得）
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さ
ない。
一 当座預金の利子（政令で定めるものを除
く。）
二 学校教育法第一条（学校の範囲）に規定する
小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育
学校又は同法第七十六条（特別支援学校の部
別）に規定する特別支援学校の小学部、中学
部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学
校の長の指導を受けて預入し又は信託した預
貯金（前号に規定するものを除く。）又は合
同運用信託で政令で定めるものの利子又は収
益の分配
三 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に
掲げるもの
イ 恩給法（大正十二年法律第四十八号）に規
定する増加恩給（これに併給される普通恩
給を含む。）及び傷病賜金その他公務上又
は業務上の事由による負傷又は疾病に基因
して受けるこれらに準ずる給付で政令で定
めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金（死亡した者の
勤務に基づいて支給されるものに限る。）
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は
身体に障害のある者に関して実施する共済
制度で政令で定めるものに基づいて受ける
給付

四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため旅行をし、若しくは
転任に伴う転居のための旅行をした場合又は
就職若しくは退職をした者若しくは死亡によ
る退職をした者の遺族がこれらに伴う転居の
ための旅行をした場合に、その旅行に必要な
支出に充てるため支給される金品で、その旅
行について通常必要であると認められるもの
五 給与所得を有する者で通勤するもの（以下こ
の号において「通勤者」という。）がその通
勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使
用のために支出する費用に充てるものとして
通常の給与に加算して受ける通勤手当（これ
に類するものを含む。）のうち、一般の通勤
者につき通常必要であると認められる部分と
して政令で定めるもの
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける
金銭以外の物（経済的な利益を含む。）でそ
の職務の性質上欠くことのできないものとし
て政令で定めるもの
七 国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、
その勤務により国内で勤務した場合に受ける
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べき通常の給与に加算して受ける在勤手当
（これに類する特別の手当を含む。）で政令
で定めるもの
八 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定
める国際機関に勤務する者で政令で定める要
件を備えるものがその勤務により受ける俸
給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性
質を有する給与（外国政府又は外国の地方公
共団体に勤務する者が受けるこれらの給与に
ついては、その外国がその国において勤務す
る日本国の国家公務員又は地方公務員で当該
政令で定める要件に準ずる要件を備えるもの
が受けるこれらの給与について所得税に相当
する税を課さない場合に限る。）
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用
に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産
で政令で定めるものの譲渡による所得
十 資力を喪失して債務を弁済することが著しく
困難である場合における国税通則法第二条第
十号（定義）に規定する強制換価手続による
資産の譲渡による所得その他これに類するも
のとして政令で定める所得（第三十三条第二
項第一号（譲渡所得に含まれない所得）の規
定に該当するものを除く。）
十一 オープン型の証券投資信託の収益の分配の
うち、信託財産の元本の払戻しに相当する部
分として政令で定めるもの
十二 皇室経済法（昭和二十二年法律第四号）第
四条第一項（内廷費）及び第六条第一項（皇
族費）の規定により受ける給付
十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百
二十五号）第三条第一項（年金）の規定に
よる年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞と
して交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞と
して交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表
彰するものとして又は顕著な価値がある学
術に関する研究を奨励するものとして国、
地方公共団体又は財務大臣の指定する団体
若しくは基金から交付される金品（給与そ
の他対価の性質を有するものを除く。）で
財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付さ
れる金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の
指定する外国の団体若しくは基金から交付
される金品でイからホまでに掲げる年金又
は金品に類するもの（給与その他対価の性
質を有するものを除く。）のうち財務大臣
の指定するもの

◆追加◆
十四 学資に充てるため給付される金品（給与そ
の他対価の性質を有するものを除く。）及び
扶養義務者相互間において扶養義務を履行す

べき通常の給与に加算して受ける在勤手当
（これに類する特別の手当を含む。）で政令
で定めるもの
八 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定
める国際機関に勤務する者で政令で定める要
件を備えるものがその勤務により受ける俸
給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性
質を有する給与（外国政府又は外国の地方公
共団体に勤務する者が受けるこれらの給与に
ついては、その外国がその国において勤務す
る日本国の国家公務員又は地方公務員で当該
政令で定める要件に準ずる要件を備えるもの
が受けるこれらの給与について所得税に相当
する税を課さない場合に限る。）
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用
に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産
で政令で定めるものの譲渡による所得
十 資力を喪失して債務を弁済することが著しく
困難である場合における国税通則法第二条第
十号（定義）に規定する強制換価手続による
資産の譲渡による所得その他これに類するも
のとして政令で定める所得（第三十三条第二
項第一号（譲渡所得に含まれない所得）の規
定に該当するものを除く。）
十一 オープン型の証券投資信託の収益の分配の
うち、信託財産の元本の払戻しに相当する部
分として政令で定めるもの
十二 皇室経済法（昭和二十二年法律第四号）第
四条第一項（内廷費）及び第六条第一項（皇
族費）の規定により受ける給付
十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百
二十五号）第三条第一項（年金）の規定に
よる年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞と
して交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞と
して交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表
彰するものとして又は顕著な価値がある学
術に関する研究を奨励するものとして国、
地方公共団体又は財務大臣の指定する団体
若しくは基金から交付される金品（給与そ
の他対価の性質を有するものを除く。）で
財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付さ
れる金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の
指定する外国の団体若しくは基金から交付
される金品でイからホまでに掲げる年金又
は金品に類するもの（給与その他対価の性
質を有するものを除く。）のうち財務大臣
の指定するもの

十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック
競技大会において特に優秀な成績を収めた者
を表彰するものとして財団法人日本オリン
ピック委員会（平成元年八月七日に財団法人
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るため給付される金品
十五 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得
するもの（相続税法（昭和二十五年法律第七
十三号）の規定により相続、遺贈又は個人か
らの贈与により取得したものとみなされるも
のを含む。）
十六 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金
及び損害賠償金（これらに類するものを含
む。）で、心身に加えられた損害又は突発的
な事故により資産に加えられた損害に基因し
て取得するものその他の政令で定めるもの
十七 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の
適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙
運動に関し法人からの贈与により取得した金
銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百
八十九条（選挙運動に関する収入及び支出の
報告書の提出）の規定による報告がされたも
の

２ 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用につ
いては、ないものとみなす。
一 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入
金額がその資産の第三十三条第三項に規定す
る取得費及びその譲渡に要した費用の合計額
（以下この項において「取得費等の金額」と
いう。）に満たない場合におけるその不足額
二 前項第十号に規定する資産の譲渡による収入
金額がその資産の取得費等の金額又は第三十
二条第三項（山林所得の金額の計算）に規定
する必要経費に満たない場合におけるその不
足額

日本オリンピック委員会という名称で設立さ
れた法人をいう。）、財団法人日本障害者ス
ポーツ協会（昭和四十年五月二十四日に財団
法人日本身体障害者スポーツ協会という名称
で設立された法人をいう。）その他これらの
法人に加盟している団体であつて政令で定め
るものから交付される金品で財務大臣が指定
するもの
十五 学資に充てるため給付される金品（給与そ
の他対価の性質を有するものを除く。）及び
扶養義務者相互間において扶養義務を履行す
るため給付される金品
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得
するもの（相続税法（昭和二十五年法律第七
十三号）の規定により相続、遺贈又は個人か
らの贈与により取得したものとみなされるも
のを含む。）
十七 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条
第四項（定義）に規定する損害保険会社又は
同条第九項に規定する外国損害保険会社等の
締結した保険契約に基づき支払を受ける保険
金及び損害賠償金（これらに類するものを含
む。）で、心身に加えられた損害又は突発的
な事故により資産に加えられた損害に基因し
て取得するものその他の政令で定めるもの
十八 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の
適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙
運動に関し法人からの贈与により取得した金
銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百
八十九条（選挙運動に関する収入及び支出の
報告書の提出）の規定による報告がされたも
の

２ 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用につ
いては、ないものとみなす。
一 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入
金額がその資産の第三十三条第三項に規定す
る取得費及びその譲渡に要した費用の合計額
（以下この項において「取得費等の金額」と
いう。）に満たない場合におけるその不足額
二 前項第十号に規定する資産の譲渡による収入
金額がその資産の取得費等の金額又は第三十
二条第三項（山林所得の金額の計算）に規定
する必要経費に満たない場合におけるその不
足額

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（配当所得）
第二十四条 配当所得とは、法人（法人税法第二条
第六号（定義）に規定する公益法人等及び人格
のない社団等を除く。）から受ける剰余金の配
当（株式又は出資（公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債
的受益権を含む。次条において同じ。）に係る
ものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に
伴うもの及び分割型分割（同法第二条第十二号

（配当所得）
第二十四条 配当所得とは、法人（法人税法第二条
第六号（定義）に規定する公益法人等及び人格
のない社団等を除く。）から受ける剰余金の配
当（株式又は出資（公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債
的受益権を含む。次条において同じ。）に係る
ものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に
伴うもの及び分割型分割（同法第二条第十二号
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の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信
託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次
条において同じ。）によるものを除く。）、利
益の配当（資産の流動化に関する法律第百十五
条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含むものとし、分割型分割によるものを除
く。）、剰余金の分配（出資に係るものに限
る。）、基金利息（保険業法 （平成七年法律第
百五号）第五十五条第一項（基金利息の支払等
の制限）に規定する基金利息をいう。）並びに
投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運
用投資信託を除く。）及び特定受益証券発行信
託の収益の分配（以下この条において「配当
等」という。）に係る所得をいう。
２ 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金
額とする。ただし、株式その他配当所得を生ず
べき元本を取得するために要した負債の利子
（事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券
を取得するために要した負債の利子を除く。以
下この項において同じ。）でその年中に支払う
ものがある場合は、当該収入金額から、その支
払う負債の利子の額のうちその年においてその
元本を有していた期間に対応する部分の金額と
して政令で定めるところにより計算した金額の
合計額を控除した金額とする。

の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信
託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次
条において同じ。）によるものを除く。）、利
益の配当（資産の流動化に関する法律第百十五
条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含むものとし、分割型分割によるものを除
く。）、剰余金の分配（出資に係るものに限
る。）、基金利息（保険業法 ◆削除◆第五十五
条第一項（基金利息の支払等の制限）に規定す
る基金利息をいう。）並びに投資信託（公社債
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除
く。）及び特定受益証券発行信託の収益の分配
（以下この条において「配当等」という。）に
係る所得をいう。
２ 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金
額とする。ただし、株式その他配当所得を生ず
べき元本を取得するために要した負債の利子
（事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券
を取得するために要した負債の利子を除く。以
下この項において同じ。）でその年中に支払う
ものがある場合は、当該収入金額から、その支
払う負債の利子の額のうちその年においてその
元本を有していた期間に対応する部分の金額と
して政令で定めるところにより計算した金額の
合計額を控除した金額とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（配当所得）
第二十四条 配当所得とは、法人（法人税法第二条
第六号（定義）に規定する公益法人等及び人格
のない社団等を除く。）から受ける剰余金の配
当（株式又は出資（公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債
的受益権を含む。次条において同じ。）に係る
ものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に
伴うもの及び分割型分割（同法第二条第十二号
の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信
託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次
条において同じ。）によるものを除く。）、利
益の配当（資産の流動化に関する法律第百十五
条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含むものとし、分割型分割によるものを除
く。）、剰余金の分配（出資に係るものに限
る。）、基金利息（保険業法第五十五条第一項
（基金利息の支払等の制限）に規定する基金利
息をいう。）並びに投資信託（公社債投資信託
及び公募公社債等運用投資信託を除く。）及び
特定受益証券発行信託の収益の分配（ ◆追加
◆以下この条において「配当等」という。）に
係る所得をいう。
２ 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金
額とする。ただし、株式その他配当所得を生ず
べき元本を取得するために要した負債の利子
（事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券
を取得するために要した負債の利子を除く。以

（配当所得）
第二十四条 配当所得とは、法人（法人税法第二条
第六号（定義）に規定する公益法人等及び人格
のない社団等を除く。）から受ける剰余金の配
当（株式又は出資（公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債
的受益権を含む。次条において同じ。）に係る
ものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に
伴うもの及び分割型分割（同法第二条第十二号
の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信
託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次
条において同じ。）によるものを除く。）、利
益の配当（資産の流動化に関する法律第百十五
条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含むものとし、分割型分割によるものを除
く。）、剰余金の分配（出資に係るものに限
る。）、基金利息（保険業法第五十五条第一項
（基金利息の支払等の制限）に規定する基金利
息をいう。）並びに投資信託（公社債投資信託
及び公募公社債等運用投資信託を除く。）及び
特定受益証券発行信託の収益の分配（ 法人税法
第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配
に係るものを除く。以下この条において「配当
等」という。）に係る所得をいう。
２ 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金
額とする。ただし、株式その他配当所得を生ず
べき元本を取得するために要した負債の利子
（事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券
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下この項において同じ。）でその年中に支払う
ものがある場合は、当該収入金額から、その支
払う負債の利子の額のうちその年においてその
元本を有していた期間に対応する部分の金額と
して政令で定めるところにより計算した金額の
合計額を控除した金額とする。

を取得するために要した負債の利子を除く。以
下この項において同じ。）でその年中に支払う
ものがある場合は、当該収入金額から、その支
払う負債の利子の額のうちその年においてその
元本を有していた期間に対応する部分の金額と
して政令で定めるところにより計算した金額の
合計額を控除した金額とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（配当等とみなす金額）
第二十五条 法人（法人税法第二条第六号（定義）
に規定する公益法人等及び人格のない社団等を
除く。以下この項において同じ。）の株主等が
当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の
資産の交付を受けた場合において、その金銭の
額及び金銭以外の資産の価額 ◆追加◆の合計額
が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等
の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別
資本金等の額のうちその交付の基因となつた当
該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を
超えるときは、この法律の規定の適用について
は、その超える部分の金額に係る金銭その他の
資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、
利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
一 当該法人の合併（法人課税信託に係る信託の
併合を含むものとし、法人税法第二条第十二
号の八に規定する適格合併を除く。）
二 当該法人の分割型分割（法人税法第二条第十
二号の十二に規定する適格分割型分割を除
く。）
三 当該法人の資本の払戻し（株式に係る剰余金
の配当（資本剰余金の額の減少に伴うものに
限る。）のうち、分割型分割によるもの以外
のものをいう。）又は当該法人の解散による
残余財産の分配
四 当該法人の自己の株式又は出資の取得（金融
商品取引法第二条第十六項（定義）に規定す
る金融商品取引所の開設する市場における購
入による取得その他の政令で定める取得及び
第五十七条の四第三項第一号から第三号まで
（株式交換等に係る譲渡所得等の特例）に掲
げる株式又は出資の同項に規定する場合に該
当する場合における取得を除く。）
五 当該法人の出資の消却（取得した出資につい
て行うものを除く。）、当該法人の出資の払
戻し、当該法人からの社員その他の出資者の
退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当
該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得
することなく消滅させること。
六 当該法人の組織変更（当該組織変更に際して
当該組織変更をした当該法人の株式又は出資
以外の資産を交付したものに限る。）

２ 前項に規定する株式又は出資に対応する部分の
金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

（配当等とみなす金額）
第二十五条 法人（法人税法第二条第六号（定義）
に規定する公益法人等及び人格のない社団等を
除く。以下この項において同じ。）の株主等が
当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の
資産の交付を受けた場合において、その金銭の
額及び金銭以外の資産の価額 （同条第十二号の
十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつ
ては、当該法人のその交付の直前の当該資産の
帳簿価額に相当する金額）の合計額が当該法人
の同条第十六号に規定する資本金等の額又は同
条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の
額のうちその交付の基因となつた当該法人の株
式又は出資に対応する部分の金額を超えるとき
は、この法律の規定の適用については、その超
える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前
条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当
又は剰余金の分配とみなす。
一 当該法人の合併（法人課税信託に係る信託の
併合を含むものとし、法人税法第二条第十二
号の八に規定する適格合併を除く。）
二 当該法人の分割型分割（法人税法第二条第十
二号の十二に規定する適格分割型分割を除
く。）
三 当該法人の資本の払戻し（株式に係る剰余金
の配当（資本剰余金の額の減少に伴うものに
限る。）のうち、分割型分割によるもの以外
のものをいう。）又は当該法人の解散による
残余財産の分配
四 当該法人の自己の株式又は出資の取得（金融
商品取引法第二条第十六項（定義）に規定す
る金融商品取引所の開設する市場における購
入による取得その他の政令で定める取得及び
第五十七条の四第三項第一号から第三号まで
（株式交換等に係る譲渡所得等の特例）に掲
げる株式又は出資の同項に規定する場合に該
当する場合における取得を除く。）
五 当該法人の出資の消却（取得した出資につい
て行うものを除く。）、当該法人の出資の払
戻し、当該法人からの社員その他の出資者の
退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当
該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得
することなく消滅させること。
六 当該法人の組織変更（当該組織変更に際して
当該組織変更をした当該法人の株式又は出資
以外の資産を交付したものに限る。）
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２ 前項に規定する株式又は出資に対応する部分の
金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第四目 引当金
（貸倒引当金）
第五十二条 不動産所得、事業所得又は山林所得を
生ずべき事業を営む居住者が、 会社更生法（平
成十四年法律第百五十四号）の規定による更生
計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、
貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権
で当該事業の遂行上生じたもの（以下この項に
おいて「貸金等」という。）の弁済を猶予さ
れ、又は賦払により弁済される場合その他の政
令で定める場合において、その一部につき貸倒
れその他これに類する事由による損失が見込ま
れる貸金等（当該貸金等に係る債務者に対する
他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を
含む。以下この項及び次項において「個別評価
貸金等」という。）のその損失の見込額とし
て、各年（事業の全部を譲渡し、又は廃止した
日の属する年を除く。次項において同じ。）に
おいて貸倒引当金勘定に繰り入れた金額につい
ては、当該金額のうち、その年十二月三十一日
（その者が年の中途において死亡した場合に
は、その死亡の時。次項において同じ。）にお
いて当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見
込みがないと認められる部分の金額を基礎とし
て政令で定めるところにより計算した金額に達
するまでの金額は、その者のその年分の不動産
所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。ただし、その者が死亡し
た場合において、その相続人が当該事業を承継
しなかつたときは、この限りでない。
２ 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ず
べき事業を営むものが、その有する売掛金、貸
付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業
の遂行上生じたもの（個別評価貸金等を除く。
以下この項において「一括評価貸金」とい
う。）の貸倒れによる損失の見込額として、各
年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額に
ついては、当該金額のうち、その年十二月三十
一日において有する一括評価貸金の額を基礎と
して政令で定めるところにより計算した金額に
達するまでの金額は、その者のその年分の事業
所得の金額の計算上、必要経費に算入する。た
だし、その者が死亡した場合において、その相
続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他
政令で定める場合は、この限りでない。
３ 前二項の規定によりその繰入れをした年分の不
動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得
の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当
金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分
の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林

第四目 引当金
（貸倒引当金）
第五十二条 不動産所得、事業所得又は山林所得を
生ずべき事業を営む居住者が、 ◆削除◆更生計
画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸
付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で
当該事業の遂行上生じたもの（以下この項にお
いて「貸金等」という。）の弁済を猶予され、
又は賦払により弁済される場合その他の政令で
定める場合において、その一部につき貸倒れそ
の他これに類する事由による損失が見込まれる
貸金等（当該貸金等に係る債務者に対する他の
貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含
む。以下この項及び次項において「個別評価貸
金等」という。）のその損失の見込額として、
各年（事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の
属する年を除く。次項において同じ。）におい
て貸倒引当金勘定に繰り入れた金額について
は、当該金額のうち、その年十二月三十一日
（その者が年の中途において死亡した場合に
は、その死亡の時。次項において同じ。）にお
いて当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見
込みがないと認められる部分の金額を基礎とし
て政令で定めるところにより計算した金額に達
するまでの金額は、その者のその年分の不動産
所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。ただし、その者が死亡し
た場合において、その相続人が当該事業を承継
しなかつたときは、この限りでない。
２ 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ず
べき事業を営むものが、その有する売掛金、貸
付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業
の遂行上生じたもの（個別評価貸金等を除く。
以下この項において「一括評価貸金」とい
う。）の貸倒れによる損失の見込額として、各
年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額に
ついては、当該金額のうち、その年十二月三十
一日において有する一括評価貸金の額を基礎と
して政令で定めるところにより計算した金額に
達するまでの金額は、その者のその年分の事業
所得の金額の計算上、必要経費に算入する。た
だし、その者が死亡した場合において、その相
続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他
政令で定める場合は、この限りでない。
３ 前二項の規定によりその繰入れをした年分の不
動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得
の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当
金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分
の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林
所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
４ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒
引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
６ 第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した
場合において、これらの規定によりその者の死
亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業
所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経
費に算入された貸倒引当金勘定の金額があると
きにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に
関し必要な事項は、政令で定める。

４ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒
引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
６ 第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した
場合において、これらの規定によりその者の死
亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業
所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経
費に算入された貸倒引当金勘定の金額があると
きにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に
関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並び
に必要経費及び取得費の計算の特例

（株式交換等に係る譲渡所得等の特例）
第五十七条の四 居住者が、各年において、その有
する株式（以下この項において「旧株」とい
う。）につき、その旧株を発行した法人の行つ
た株式交換（当該法人の株主に法人税法第二条
第十二号の六の四（定義）に規定する株式交換
完全親法人（以下この項において「株式交換完
全親法人」という。）の株式（出資を含む。以
下この項において同じ。）又は株式交換完全親
法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済
株式若しくは出資（当該株式交換完全親法人が
有する自己の株式を除く。）の全部を保有する
関係として政令で定める関係がある法人の株式
のいずれか一方の株式以外の資産（当該株主に
対する剰余金の配当として交付された金銭その
他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式交換完全親
法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株
式の交付を受けた場合 ◆追加◆には、第二十七
条（事業所得）、第三十三条（譲渡所得） 又は
第三十五条（雑所得）の規定の適用について
は、 当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
２ 居住者が、各年において、その有する株式（以
下この項において「旧株」という。）につき、
その旧株を発行した法人の行つた株式移転（当
該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七に
規定する株式移転完全親法人（以下この項にお
いて「株式移転完全親法人」という。）の株式
以外の資産（株式移転に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式移転完全親

第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並び
に必要経費及び取得費の計算の特例

（株式交換等に係る譲渡所得等の特例）
第五十七条の四 居住者が、各年において、その有
する株式（以下この項において「旧株」とい
う。）につき、その旧株を発行した法人の行つ
た株式交換（当該法人の株主に法人税法第二条
第十二号の六の四（定義）に規定する株式交換
完全親法人（以下この項において「株式交換完
全親法人」という。）の株式（出資を含む。以
下この項において同じ。）又は株式交換完全親
法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済
株式若しくは出資（当該株式交換完全親法人が
有する自己の株式を除く。）の全部を保有する
関係として政令で定める関係がある法人の株式
のいずれか一方の株式以外の資産（当該株主に
対する剰余金の配当として交付された金銭その
他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式交換完全親
法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株
式の交付を受けた場合 又はその旧株を発行した
法人の行つた同条第十二号の十六に規定する適
格株式交換（当該法人の株主に株式交換完全親
法人の株式その他の資産が交付されなかつたも
のに限る。）により当該旧株を有しないことと
なつた場合には、第二十七条（事業所得）、第
三十三条（譲渡所得） 、第三十五条（雑所得）
又は第五十九条（贈与等の場合の譲渡所得等の
特例）の規定の適用については、 これらの旧株
の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
２ 居住者が、各年において、その有する株式（以
下この項において「旧株」という。）につき、
その旧株を発行した法人の行つた株式移転（当
該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七に
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法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株
式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合に
は、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の
規定の適用については、当該旧株の譲渡がなか
つたものとみなす。
３ 居住者が、各年において、その有する次の各号
に掲げる有価証券を当該各号に定める事由によ
り譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に
規定する取得をする法人の株式（出資を含む。
以下この項において同じ。）又は新株予約権の
交付を受けた場合（当該交付を受けた株式又は
新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の
価額とおおむね同額となつていないと認められ
る場合を除く。）には、第二十七条、第三十三
条又は第三十五条の規定の適用については、当
該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
一 取得請求権付株式（法人がその発行する全部
又は一部の株式の内容として株主等が当該法
人に対して当該株式の取得を請求することが
できる旨の定めを設けている場合の当該株式
をいう。） 当該取得請求権付株式に係る請求
権の行使によりその取得の対価として当該取
得をする法人の株式のみが交付される場合の
当該請求権の行使
二 取得条項付株式（法人がその発行する全部又
は一部の株式の内容として当該法人が一定の
事由（以下この号において「取得事由」とい
う。）が発生したことを条件として当該株式
の取得をすることができる旨の定めを設けて
いる場合の当該株式をいう。） 当該取得条項
付株式に係る取得事由の発生によりその取得
の対価として当該取得をされる株主等に当該
取得をする法人の株式のみが交付される場合
（その取得の対象となつた種類の株式のすべ
てが取得をされる場合には、その取得の対価
として当該取得をされる株主等に当該取得を
する法人の株式及び新株予約権のみが交付さ
れる場合を含む。）の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式（ある種類の株式に
ついて、これを発行した法人が株主総会その
他これに類するものの決議（以下この号にお
いて「取得決議」という。）によつてその全
部の取得をする旨の定めがある場合の当該種
類の株式をいう。） 当該全部取得条項付種類
株式に係る取得決議によりその取得の対価と
して当該取得をされる株主等に当該取得をす
る法人の株式（当該株式と併せて交付される
当該取得をする法人の新株予約権を含む。）
以外の資産（当該取得の価格の決定の申立て
に基づいて交付される金銭その他の資産を除
く。）が交付されない場合の当該取得決議
四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予
約権付社債に付された新株予約権の行使によ
りその取得の対価として当該取得をする法人
の株式が交付される場合の当該新株予約権の
行使
五 取得条項付新株予約権（新株予約権につい

規定する株式移転完全親法人（以下この項にお
いて「株式移転完全親法人」という。）の株式
以外の資産（株式移転に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式移転完全親
法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株
式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合に
は、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の
規定の適用については、当該旧株の譲渡がなか
つたものとみなす。
３ 居住者が、各年において、その有する次の各号
に掲げる有価証券を当該各号に定める事由によ
り譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に
規定する取得をする法人の株式（出資を含む。
以下この項において同じ。）又は新株予約権の
交付を受けた場合（当該交付を受けた株式又は
新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の
価額とおおむね同額となつていないと認められ
る場合を除く。）には、第二十七条、第三十三
条又は第三十五条の規定の適用については、当
該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
一 取得請求権付株式（法人がその発行する全部
又は一部の株式の内容として株主等が当該法
人に対して当該株式の取得を請求することが
できる旨の定めを設けている場合の当該株式
をいう。） 当該取得請求権付株式に係る請求
権の行使によりその取得の対価として当該取
得をする法人の株式のみが交付される場合の
当該請求権の行使
二 取得条項付株式（法人がその発行する全部又
は一部の株式の内容として当該法人が一定の
事由（以下この号において「取得事由」とい
う。）が発生したことを条件として当該株式
の取得をすることができる旨の定めを設けて
いる場合の当該株式をいう。） 当該取得条項
付株式に係る取得事由の発生によりその取得
の対価として当該取得をされる株主等に当該
取得をする法人の株式のみが交付される場合
（その取得の対象となつた種類の株式のすべ
てが取得をされる場合には、その取得の対価
として当該取得をされる株主等に当該取得を
する法人の株式及び新株予約権のみが交付さ
れる場合を含む。）の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式（ある種類の株式に
ついて、これを発行した法人が株主総会その
他これに類するものの決議（以下この号にお
いて「取得決議」という。）によつてその全
部の取得をする旨の定めがある場合の当該種
類の株式をいう。） 当該全部取得条項付種類
株式に係る取得決議によりその取得の対価と
して当該取得をされる株主等に当該取得をす
る法人の株式（当該株式と併せて交付される
当該取得をする法人の新株予約権を含む。）
以外の資産（当該取得の価格の決定の申立て
に基づいて交付される金銭その他の資産を除
く。）が交付されない場合の当該取得決議
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て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に
特に有利な条件又は金額で交付された当該新
株予約権その他の政令で定めるものを除
く。） 当該取得条項付新株予約権に係る取得
事由の発生によりその取得の対価として当該
取得をされる新株予約権者に当該取得をする
法人の株式のみが交付される場合の当該取得
事由の発生
六 取得条項付新株予約権（新株予約権につい
て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
権をいう。）が付された新株予約権付社債 当
該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発
生によりその取得の対価として当該取得をさ
れる新株予約権者に当該取得をする法人の株
式のみが交付される場合の当該取得事由の発
生

４ 前三項の規定の適用がある場合における居住者
が取得した有価証券の取得価額の計算その他前
三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予
約権付社債に付された新株予約権の行使によ
りその取得の対価として当該取得をする法人
の株式が交付される場合の当該新株予約権の
行使
五 取得条項付新株予約権（新株予約権につい
て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に
特に有利な条件又は金額で交付された当該新
株予約権その他の政令で定めるものを除
く。） 当該取得条項付新株予約権に係る取得
事由の発生によりその取得の対価として当該
取得をされる新株予約権者に当該取得をする
法人の株式のみが交付される場合の当該取得
事由の発生
六 取得条項付新株予約権（新株予約権につい
て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
権をいう。）が付された新株予約権付社債 当
該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発
生によりその取得の対価として当該取得をさ
れる新株予約権者に当該取得をする法人の株
式のみが交付される場合の当該取得事由の発
生

４ 前三項の規定の適用がある場合における居住者
が取得した有価証券の取得価額の計算その他前
三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成24年 1月 1日
（生命保険料控除）
第七十六条 居住者が、各年において 、生命保険契
約等に係る保険料 又は掛金（次項に規定する 個
人年金保険料その他政令で定めるものを除く。
以下この項において 「生命保険料」という。）
を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住
者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
一 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計
額（その年において生命保険契約等に基づく
剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受
け、又は生命保険契約等に基づき分配を受け
る剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をも
つて生命保険料の払込みに充てた場合には、
当該剰余金又は割戻金の額（生命保険料に係
る部分の金額に限る。）を控除した残額。以
下この項において同じ。）が二万五千円以下
である場合 当該合計額
二 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計

（生命保険料控除）
第七十六条 居住者が、各年において 、新生命保険
契約等に係る保険料若しくは掛金（第五項第一
号から第三号までに掲げる契約に係るものにあ
つては生存又は死亡に基因して一定額の保険
金、共済金その他の給付金（以下この条におい
て「保険金等」という。）を支払うことを約す
る部分（第三項において「生存死亡部分」とい
う。）に係るものその他政令で定めるものに限
るものとし、次項に規定する介護医療保険料及
び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。
以下この項及び次項において「新生命保険料」
という。）又は旧生命保険契約等に係る保険料
若しくは掛金（第三項に規定する 旧個人年金保
険料その他政令で定めるものを除く。以下この
項において 「旧生命保険料」という。）を支払
つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ当該各号に定める金額を、その居住者のそ
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所
得金額から控除する。
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額が二万五千円を超え五万円以下である場合
二万五千円と当該合計額から二万五千円を控
除した金額の二分の一に相当する金額との合
計額
三 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計
額が五万円を超え十万円以下である場合 三万
七千五百円と当該合計額から五万円を控除し
た金額の四分の一に相当する金額との合計額
四 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計
額が十万円を超える場合 五万円

◆追加◆
２ 居住者が、各年において 、個人年金保険契約
等に係る保険料 又は掛金（その者の 身体の傷害
又は疾病その他これらに類する事由に基因して
保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特
約が付されている契約にあつては、当該特約に
係る保険料又は掛金を除く。以下この項におい
て 「個人年金保険料」という。）を支払つた場
合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当
該各号に定める金額を、その居住者のその年分
の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
から控除する。
一 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の
合計額（その年において個人年金保険契約等
に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻
しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき
分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける
割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充
てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額
（個人年金保険料に係る部分の金額に限
る。）を控除した残額。以下この項において
同じ。）が二万五千円以下である場合 当該合
計額
二 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の
合計額が二万五千円を超え五万円以下である
場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円
を控除した金額の二分の一に相当する金額と
の合計額
三 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の
合計額が五万円を超え十万円以下である場合
三万七千五百円と当該合計額から五万円を控
除した金額の四分の一に相当する金額との合
計額
四 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の
合計額が十万円を超える場合 五万円

◆追加◆
３ 第一項に規定する 生命保険契約等とは、次に掲
げる契約又は規約のうち、 当該契約又は規約に
基づく 保険金、年金、共済金又は一時金（これ
らに類する給付金を含む。）の受取人のすべて
をその保険料若しくは掛金の払込みをする者又
はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一 保険業法第二条第三項（定義）に規定する生
命保険会社又は同条第八項に規定する外国生
命保険会社等の締結した 生命保険契約のうち
生存又は死亡に基因して一定額の 保険金が支
払われるもの（保険期間が五年に満たない 生

一 新生命保険料を支払つた場合（第三号に掲げ
る場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に応
じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新生命保険料の金額の
合計額（その年において新生命保険契約等
に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割
戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づ
き分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受
ける割戻金をもつて新生命保険料の払込み
に充てた場合には、当該剰余金又は割戻金
の額（新生命保険料に係る部分の金額とし
て政令で定めるところにより計算した金額
に限る。）を控除した残額。以下この号及
び第三号イにおいて同じ。）が二万円以下
である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた新生命保険料の金額の
合計額が二万円を超え四万円以下である場
合 二万円と当該合計額から二万円を控除し
た金額の二分の一に相当する金額との合計
額
ハ その年中に支払つた新生命保険料の金額の
合計額が四万円を超え八万円以下である場
合 三万円と当該合計額から四万円を控除し
た金額の四分の一に相当する金額との合計
額
ニ その年中に支払つた新生命保険料の金額の
合計額が八万円を超える場合 四万円

二 旧生命保険料を支払つた場合（次号に掲げる
場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の
合計額（その年において旧生命保険契約等
に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割
戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づ
き分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受
ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込み
に充てた場合には、当該剰余金又は割戻金
の額（旧生命保険料に係る部分の金額に限
る。）を控除した残額。以下この号及び次
号ロにおいて同じ。）が二万五千円以下で
ある場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の
合計額が二万五千円を超え五万円以下であ
る場合 二万五千円と当該合計額から二万五
千円を控除した金額の二分の一に相当する
金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の
合計額が五万円を超え十万円以下である場
合 三万七千五百円と当該合計額から五万円
を控除した金額の四分の一に相当する金額
との合計額
ニ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の
合計額が十万円を超える場合 五万円

三 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場
合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応
じそれぞれ次に定める金額の合計額（当該合
計額が四万円を超える場合には、四万円）
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命保険契約で政令で定めるもの ◆追加◆及び
当該外国生命保険会社等が国外において締結
したものを除く。）
二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律（平成十七年法律第百二号）
第二条（法律の廃止）の規定による廃止前の
簡易生命保険法（昭和二十四年法律第六十八
号）第三条（政府保証）に規定する簡易生命
保険契約 ◆追加◆
三 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十
二号）第十条第一項第十号（共済に関する施
設）の事業を行う農業協同組合の締結した生
命共済に係る契約（共済期間が五年に満たな
い生命共済に係る契約で政令で定めるものを
除く。）その他政令で定めるこれに類する共
済に係る契約 ◆追加◆
四 第一号に規定する生命保険会社若しくは外国
生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に
規定する損害保険会社若しくは同条第九項に
規定する外国損害保険会社等の締結した身体
の傷害又は疾病により保険金が支払われる保
険契約（第一号に掲げるもの又は政令で定め
るもの及び当該外国生命保険会社等又は当該
外国損害保険会社等が国外において締結した
ものを除く。）のうち、病院又は診療所に入
院して第七十三条第二項（医療費控除）に規
定する医療費を支払つたことその他の政令で
定める事由に基因して保険金が支払われるも
の
五 確定給付企業年金法第三条第一項 （確定給付
企業年金の実施）に規定する確定給付企業年
金に係る規約又はこれに類する退職年金に関
する契約で政令で定めるもの

◆追加◆
◆追加◆
４ 第二項に規定する 個人年金保険契約等とは、前
項第一号から第三号までに掲げる契約（年金を
給付する定めのあるもので政令で定めるもの に
限る。）のうち、次に掲げる要件の定めのある
ものをいう。
一 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保
険料若しくは掛金の払込みをする者又はその
配偶者が生存している場合にはこれらの者の
いずれかとするものであること。
二 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込み
は、年金支払開始日前十年以上の期間にわた
つて定期に行うものであること。
三 当該契約に基づく第一号に定める個人に対す
る年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が
六十歳に達した日以後の日で当該契約で定め
る日以後十年以上の期間又は当該受取人が生
存している期間にわたつて定期に行うもので
あることその他の政令で定める要件

◆追加◆
◆追加◆
５ 第一項及び第二項の規定による控除は、生命保
険料控除という。

イ 新生命保険料 その年中に支払つた新生命保
険料の金額の合計額の第一号イからニまで
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ
からニまでに定める金額
ロ 旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保
険料の金額の合計額の前号イからニまでに
掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イか
らニまでに定める金額

◆削除◆
２ 居住者が、各年において、介護医療保険契約等
に係る保険料又は掛金（病院又は診療所に入院
して第七十三条第二項（医療費控除）に規定す
る医療費を支払つたことその他の政令で定める
事由（第六項及び第七項において「医療費等支
払事由」という。）に基因して保険金等を支払
うことを約する部分に係るものその他政令で定
めるものに限るものとし、新生命保険料を除
く。以下この項において「介護医療保険料」と
いう。）を支払つた場合には、次の各号に掲げ
る場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の
合計額（その年において介護医療保険契約等
に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻
しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき
分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける
割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充
てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額
（介護医療保険料に係る部分の金額として政
令で定めるところにより計算した金額に限
る。）を控除した残額。以下この項において
同じ。）が二万円以下である場合 当該合計額
二 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の
合計額が二万円を超え四万円以下である場合
二万円と当該合計額から二万円を控除した金
額の二分の一に相当する金額との合計額
三 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の
合計額が四万円を超え八万円以下である場合
三万円と当該合計額から四万円を控除した金
額の四分の一に相当する金額との合計額
四 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の
合計額が八万円を超える場合 四万円

３ 居住者が、各年において 、新個人年金保険契約
等に係る保険料若しくは掛金（生存死亡部分に
係るものに限る。以下この項において「新個人
年金保険料」という。）又は旧個人年金保険契
約等に係る保険料 若しくは掛金（その者の 疾病
又は身体の傷害その他これらに類する事由に基
因して 保険金等を支払う旨の特約が付されてい
る契約にあつては、当該特約に係る保険料又は
掛金を除く。以下この項において 「旧個人年金
保険料」という。）を支払つた場合には、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
る金額を、その居住者のその年分の総所得金
額、退職所得金額又は山林所得金額から控除す
る。
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一 新個人年金保険料を支払つた場合（第三号に
掲げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新個人年金保険料の金
額の合計額（その年において新個人年金保
険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割
戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険
契約等に基づき分配を受ける剰余金若しく
は割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年
金保険料の払込みに充てた場合には、当該
剰余金又は割戻金の額（新個人年金保険料
に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額に限る。）を控除し
た残額。以下この号及び第三号イにおいて
同じ。）が二万円以下である場合 当該合計
額
ロ その年中に支払つた新個人年金保険料の金
額の合計額が二万円を超え四万円以下であ
る場合 二万円と当該合計額から二万円を控
除した金額の二分の一に相当する金額との
合計額
ハ その年中に支払つた新個人年金保険料の金
額の合計額が四万円を超え八万円以下であ
る場合 三万円と当該合計額から四万円を控
除した金額の四分の一に相当する金額との
合計額
ニ その年中に支払つた新個人年金保険料の金
額の合計額が八万円を超える場合 四万円

二 旧個人年金保険料を支払つた場合（次号に掲
げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金
額の合計額（その年において旧個人年金保
険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割
戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険
契約等に基づき分配を受ける剰余金若しく
は割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年
金保険料の払込みに充てた場合には、当該
剰余金又は割戻金の額（旧個人年金保険料
に係る部分の金額に限る。）を控除した残
額。以下この号及び次号ロにおいて同
じ。）が二万五千円以下である場合 当該合
計額
ロ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金
額の合計額が二万五千円を超え五万円以下
である場合 二万五千円と当該合計額から二
万五千円を控除した金額の二分の一に相当
する金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金
額の合計額が五万円を超え十万円以下であ
る場合 三万七千五百円と当該合計額から五
万円を控除した金額の四分の一に相当する
金額との合計額
ニ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金
額の合計額が十万円を超える場合 五万円

三 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支
払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の
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区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
（当該合計額が四万円を超える場合には、四
万円）
イ 新個人年金保険料 その年中に支払つた新個
人年金保険料の金額の合計額の第一号イか
らニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞ
れ同号イからニまでに定める金額
ロ 旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個
人年金保険料の金額の合計額の前号イから
ニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ
同号イからニまでに定める金額

◆削除◆
４ 前三項の規定によりその居住者のその年分の総
所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から
控除する金額の合計額が十二万円を超える場合
には、これらの規定により当該居住者のその年
分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金
額から控除する金額は、これらの規定にかかわ
らず、十二万円とする。
５ 第一項に規定する 新生命保険契約等とは、平成
二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契
約（失効した同日前に締結した当該契約が同日
以後に復活したものを除く。以下この項におい
て「新契約」という。）若しくは他の保険契約
（共済に係る契約を含む。第七項及び第八項に
おいて同じ。）に附帯して締結した新契約又は
同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第
一号（確定給付企業年金の実施）その他政令で
定める規定（次項において「承認規定」とい
う。）の承認を受けた第四号に掲げる規約若し
くは同条第一項第二号その他政令で定める規定
（次項において「認可規定」という。）の認可
を受けた同号に規定する基金（次項において
「基金」という。）の第四号に掲げる規約（以
下この項及び次項において「新規約」と総称す
る。）のうち、 これらの新契約又は新規約に基
づく 保険金等の受取人のすべてをその保険料若
しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者そ
の他の親族とするものをいう。
一 保険業法第二条第三項（定義）に規定する生
命保険会社又は同条第八項に規定する外国生
命保険会社等の締結した 保険契約のうち生存
又は死亡に基因して一定額の 保険金等が支払
われるもの（保険期間が五年に満たない 保険
契約で政令で定めるもの （次項において「特
定保険契約」という。）及び当該外国生命保
険会社等が国外において締結したものを除
く。）
二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律（平成十七年法律第百二号）
第二条（法律の廃止）の規定による廃止前の
簡易生命保険法（昭和二十四年法律第六十八
号）第三条（政府保証）に規定する簡易生命
保険契約 （次項及び第七項において「旧簡易
生命保険契約」という。）のうち生存又は死
亡に基因して一定額の保険金等が支払われる
もの
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三 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十
二号）第十条第一項第十号（共済に関する施
設）の事業を行う農業協同組合の締結した生
命共済に係る契約（共済期間が五年に満たな
い生命共済に係る契約で政令で定めるものを
除く。）その他政令で定めるこれに類する共
済に係る契約 （次項及び第七項において「生
命共済契約等」という。）のうち生存又は死
亡に基因して一定額の保険金等が支払われる
もの
◆削除◆
四 確定給付企業年金法第三条第一項 ◆削除◆に
規定する確定給付企業年金に係る規約又はこ
れに類する退職年金に関する契約で政令で定
めるもの

６ 第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成
二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲
げる契約（失効した同日以前に締結した当該契
約が同日後に復活したものを含む。）又は同日
以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる
規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同
号に掲げる規約（新規約を除く。）のうち、こ
れらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人
のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みを
する者又はその配偶者その他の親族とするもの
をいう。
一 前項第一号に掲げる契約
二 旧簡易生命保険契約
三 生命共済契約等
四 前項第一号に規定する生命保険会社若しくは
外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四
項に規定する損害保険会社若しくは同条第九
項に規定する外国損害保険会社等の締結した
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事
由に基因して保険金等が支払われる保険契約
（第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由
が身体の傷害のみに基因することとされてい
るもの、特定保険契約、当該外国生命保険会
社等又は当該外国損害保険会社等が国外にお
いて締結したものその他政令で定めるものを
除く。）のうち、医療費等支払事由に基因し
て保険金等が支払われるもの
五 前項第四号に掲げる規約又は契約

７ 第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平
成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる
契約（失効した同日前に締結した当該契約が同
日以後に復活したものを除く。以下この項にお
いて「新契約」という。）又は他の保険契約に
附帯して締結した新契約のうち、これらの新契
約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保
険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配
偶者その他の親族とするものをいう。
一 前項第四号に掲げる契約
二 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事
由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生
命保険契約又は生命共済契約等（第五項第二
号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払
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事由が身体の傷害のみに基因するものその他
政令で定めるものを除く。）のうち医療費等
支払事由に基因して保険金等が支払われるも
の

８ 第三項に規定する 新個人年金保険契約等とは、
平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第
一号から第三号までに掲げる契約（年金を給付
する定めのあるもので政令で定めるもの （次項
において「年金給付契約」という。）に限るも
のとし、失効した同日前に締結した当該契約が
同日以後に復活したものを除く。以下この項に
おいて「新契約」という。）又は他の保険契約
に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる
要件の定めのあるものをいう。
一 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保
険料若しくは掛金の払込みをする者又はその
配偶者が生存している場合にはこれらの者の
いずれかとするものであること。
二 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込み
は、年金支払開始日前十年以上の期間にわた
つて定期に行うものであること。
三 当該契約に基づく第一号に定める個人に対す
る年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が
六十歳に達した日以後の日で当該契約で定め
る日以後十年以上の期間又は当該受取人が生
存している期間にわたつて定期に行うもので
あることその他の政令で定める要件

９ 第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、
平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第
六項第一号から第三号までに掲げる契約（年金
給付契約に限るものとし、失効した同日以前に
締結した当該契約が同日後に復活したものを含
む。）のうち、前項各号に掲げる要件の定めの
あるものをいう。

10 平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する
旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年
金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第
八項に規定する新契約を締結した場合には、当
該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等
は、同日以後に締結した契約とみなして、第一
項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を
適用する。

11 第一項から第四項までの規定による控除は、生
命保険料控除という。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（地震保険料控除）
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しく
は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
有する家屋で常時その居住の用に供するもの又
はこれらの者の有する第九条第一項第九号（非
課税所得）に規定する資産を保険又は共済の目
的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
よる津波を直接又は間接の原因とする火災、損
壊、埋没又は流失による損害（以下この項にお

（地震保険料控除）
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しく
は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
有する家屋で常時その居住の用に供するもの又
はこれらの者の有する第九条第一項第九号（非
課税所得）に規定する資産を保険又は共済の目
的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
よる津波を直接又は間接の原因とする火災、損
壊、埋没又は流失による損害（以下この項にお
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いて「地震等損害」という。）によりこれらの
資産について生じた損失の額をてん補する保険
金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係
る地震等損害部分の保険料又は掛金（政令で定
めるものを除く。以下この項において「地震保
険料」という。）を支払つた場合には、その年
中に支払つた地震保険料の金額の合計額（その
年において損害保険契約等に基づく剰余金の分
配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保
険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは
割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払
込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の
額（地震保険料に係る部分の金額に限る。）を
控除した残額とし、その金額が五万円を超える
場合には五万円とする。）を、その居住者のそ
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所
得金額から控除する。
２ 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げ
る契約に附帯して締結されるもの又は当該契約
と一体となつて効力を有する一の保険契約若し
くは共済に係る契約をいう。
一 保険業法第二条第四項（定義）に規定する損
害保険会社又は同条第九項に規定する外国損
害保険会社等の締結した 損害保険契約のうち
一定の偶然の事故によつて生ずることのある
損害をてん補するもの（前条第三項第四号に
掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国
外において締結したものを除く。）
二 農業協同組合法第十条第一項第十号（共済に
関する施設）の事業を行う農業協同組合の締
結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
その他政令で定めるこれらに類する共済に係
る契約

３ 第一項の規定による控除は、地震保険料控除と
いう。

いて「地震等損害」という。）によりこれらの
資産について生じた損失の額をてん補する保険
金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係
る地震等損害部分の保険料又は掛金（政令で定
めるものを除く。以下この項において「地震保
険料」という。）を支払つた場合には、その年
中に支払つた地震保険料の金額の合計額（その
年において損害保険契約等に基づく剰余金の分
配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保
険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは
割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払
込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の
額（地震保険料に係る部分の金額に限る。）を
控除した残額とし、その金額が五万円を超える
場合には五万円とする。）を、その居住者のそ
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所
得金額から控除する。
２ 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げ
る契約に附帯して締結されるもの又は当該契約
と一体となつて効力を有する一の保険契約若し
くは共済に係る契約をいう。
一 保険業法第二条第四項（定義）に規定する損
害保険会社又は同条第九項に規定する外国損
害保険会社等の締結した 保険契約のうち一定
の偶然の事故によつて生ずることのある損害
をてん補するもの（前条第三項第四号に掲げ
るもの及び当該外国損害保険会社等が国外に
おいて締結したものを除く。）
二 農業協同組合法第十条第一項第十号（共済に
関する施設）の事業を行う農業協同組合の締
結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
その他政令で定めるこれらに類する共済に係
る契約

３ 第一項の規定による控除は、地震保険料控除と
いう。

- 本則-
施行日：平成24年 1月 1日
（地震保険料控除）
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しく
は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
有する家屋で常時その居住の用に供するもの又
はこれらの者の有する第九条第一項第九号（非
課税所得）に規定する資産を保険又は共済の目
的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
よる津波を直接又は間接の原因とする火災、損
壊、埋没又は流失による損害（以下この項にお
いて「地震等損害」という。）によりこれらの
資産について生じた損失の額をてん補する保険
金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係
る地震等損害部分の保険料又は掛金（政令で定
めるものを除く。以下この項において「地震保
険料」という。）を支払つた場合には、その年
中に支払つた地震保険料の金額の合計額（その
年において損害保険契約等に基づく剰余金の分
配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保

（地震保険料控除）
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しく
は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
有する家屋で常時その居住の用に供するもの又
はこれらの者の有する第九条第一項第九号（非
課税所得）に規定する資産を保険又は共済の目
的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
よる津波を直接又は間接の原因とする火災、損
壊、埋没又は流失による損害（以下この項にお
いて「地震等損害」という。）によりこれらの
資産について生じた損失の額をてん補する保険
金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係
る地震等損害部分の保険料又は掛金（政令で定
めるものを除く。以下この項において「地震保
険料」という。）を支払つた場合には、その年
中に支払つた地震保険料の金額の合計額（その
年において損害保険契約等に基づく剰余金の分
配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保

24



険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは
割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払
込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の
額（地震保険料に係る部分の金額に限る。）を
控除した残額とし、その金額が五万円を超える
場合には五万円とする。）を、その居住者のそ
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所
得金額から控除する。
２ 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げ
る契約に附帯して締結されるもの又は当該契約
と一体となつて効力を有する一の保険契約若し
くは共済に係る契約をいう。
一 保険業法第二条第四項（定義）に規定する損
害保険会社又は同条第九項に規定する外国損
害保険会社等の締結した保険契約のうち一定
の偶然の事故によつて生ずることのある損害
をてん補するもの（ 前条第三項第四号に掲げ
るもの及び当該外国損害保険会社等が国外に
おいて締結したものを除く。）
二 農業協同組合法第十条第一項第十号（共済に
関する施設）の事業を行う農業協同組合の締
結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
その他政令で定めるこれらに類する共済に係
る契約

３ 第一項の規定による控除は、地震保険料控除と
いう。

険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは
割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払
込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の
額（地震保険料に係る部分の金額に限る。）を
控除した残額とし、その金額が五万円を超える
場合には五万円とする。）を、その居住者のそ
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所
得金額から控除する。
２ 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げ
る契約に附帯して締結されるもの又は当該契約
と一体となつて効力を有する一の保険契約若し
くは共済に係る契約をいう。
一 保険業法第二条第四項（定義）に規定する損
害保険会社又は同条第九項に規定する外国損
害保険会社等の締結した保険契約のうち一定
の偶然の事故によつて生ずることのある損害
をてん補するもの（ 前条第六項第四号に掲げ
るもの及び当該外国損害保険会社等が国外に
おいて締結したものを除く。）
二 農業協同組合法第十条第一項第十号（共済に
関する施設）の事業を行う農業協同組合の締
結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
その他政令で定めるこれらに類する共済に係
る契約

３ 第一項の規定による控除は、地震保険料控除と
いう。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（寄附金控除）
第七十八条 居住者が、各年において、特定寄附金
を支出した場合において、第一号に掲げる金額
が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超
える金額を、その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
（当該合計額がその者のその年分の総所得金
額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
の百分の四十に相当する金額を超える場合に
は、当該百分の四十に相当する金額）
二 五千円

２ 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄
附金（学校の入学に関してするものを除く。）
をいう。
一 国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年
法律第二百十八号）の規定による港務局を含
む。）に対する寄附金（その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を専属的に
利用することその他特別の利益がその寄附を
した者に及ぶと認められるものを除く。）
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目
的とする事業を行う法人又は団体に対する寄
附金（当該法人の設立のためにされる寄附金
その他の当該法人の設立前においてされる寄
附金で政令で定めるものを含む。）のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものと

（寄附金控除）
第七十八条 居住者が、各年において、特定寄附金
を支出した場合において、第一号に掲げる金額
が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超
える金額を、その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
（当該合計額がその者のその年分の総所得金
額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
の百分の四十に相当する金額を超える場合に
は、当該百分の四十に相当する金額）
二 二千円

２ 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄
附金（学校の入学に関してするものを除く。）
をいう。
一 国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年
法律第二百十八号）の規定による港務局を含
む。）に対する寄附金（その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を専属的に
利用することその他特別の利益がその寄附を
した者に及ぶと認められるものを除く。）
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目
的とする事業を行う法人又は団体に対する寄
附金（当該法人の設立のためにされる寄附金
その他の当該法人の設立前においてされる寄
附金で政令で定めるものを含む。）のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものと
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して政令で定めるところにより財務大臣が指
定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福
祉への貢献その他公益の増進に寄与するた
めの支出で緊急を要するものに充てられる
ことが確実であること。

三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律によ
り設立された法人のうち、教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公
益の増進に著しく寄与するものとして政令で
定めるものに対する当該法人の主たる目的で
ある業務に関連する寄附金（前二号に規定す
る寄附金に該当するものを除く。）

３ 居住者が、特定公益信託（公益信託ニ関スル法
律第一条（公益信託）に規定する公益信託で信
託の終了の時における信託財産がその信託財産
に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその
信託事務の実施につき政令で定める要件を満た
すものであることについて政令で定めるところ
により証明がされたものをいう。）のうち、そ
の目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社
会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与
するものとして政令で定めるものの信託財産と
するために支出した金銭は、前項に規定する特
定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。
４ 第一項の規定による控除は、寄附金控除とい
う。

して政令で定めるところにより財務大臣が指
定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福
祉への貢献その他公益の増進に寄与するた
めの支出で緊急を要するものに充てられる
ことが確実であること。

三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律によ
り設立された法人のうち、教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公
益の増進に著しく寄与するものとして政令で
定めるものに対する当該法人の主たる目的で
ある業務に関連する寄附金（前二号に規定す
る寄附金に該当するものを除く。）

３ 居住者が、特定公益信託（公益信託ニ関スル法
律第一条（公益信託）に規定する公益信託で信
託の終了の時における信託財産がその信託財産
に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその
信託事務の実施につき政令で定める要件を満た
すものであることについて政令で定めるところ
により証明がされたものをいう。）のうち、そ
の目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社
会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与
するものとして政令で定めるものの信託財産と
するために支出した金銭は、前項に規定する特
定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。
４ 第一項の規定による控除は、寄附金控除とい
う。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（障害者控除）
第七十九条 居住者が障害者である場合には、その
者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から二十七万円（その者が特別障
害者である場合には、四十万円）を控除する。
２ 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養
親族 がある場合には、その居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額か
ら、その障害者一人につき二十七万円（その者
が特別障害者である場合には、四十万円）を控
除する。
◆追加◆
３ 前二項の規定による控除は、障害者控除とい
う。

（障害者控除）
第七十九条 居住者が障害者である場合には、その
者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から二十七万円（その者が特別障
害者である場合には、四十万円）を控除する。
２ 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族 が障害者
である場合には、その居住者のその年分の総所
得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、
その障害者一人につき二十七万円（その者が特
別障害者である場合には、四十万円）を控除す
る。
３ 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障
害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配
偶者若しくはその居住者と生計を一にするその
他の親族のいずれかとの同居を常況としている
者である場合には、前項の規定にかかわらず、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
金額又は山林所得金額から、その特別障害者一
人につき七十五万円を控除する。
４ 前三項の規定による控除は、障害者控除とい
う。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
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（配偶者控除）
第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合
には、その居住者のその年分の総所得金額、退
職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者で
ある場合には、四十八万円）を控除する。
２ 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配
偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族に
も該当する場合には、その配偶者は、政令で定
めるところにより、これらのうちいずれか一に
のみ該当するものとみなす。
３ 第一項の規定による控除は、配偶者控除とい
う。

（配偶者控除）
第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合
には、その居住者のその年分の総所得金額、退
職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者で
ある場合には、四十八万円）を控除する。
◆削除◆
２ 前項の規定による控除は、配偶者控除という。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（扶養控除）
第八十四条 居住者が 扶養親族を有する場合には、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
金額又は山林所得金額から、 その扶養親族一人
につき三十八万円（その者が特定扶養親族であ
る場合には六十三万円とし、その者が老人扶養
親族である場合には四十八万円とする。）を控
除する。
２ 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある
場合には、その者は、政令で定めるところによ
り、これらの居住者のうちいずれか一の居住者
の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
３ 第一項の規定による控除は、扶養控除という。

（扶養控除）
第八十四条 居住者が 控除対象扶養親族を有する場
合には、その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から、 その控除
対象扶養親族一人につき三十八万円（その者が
特定扶養親族である場合には六十三万円とし、
その者が老人扶養親族である場合には四十八万
円とする。）を控除する。
◆削除◆
２ 前項の規定による控除は、扶養控除という。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（扶養親族等の判定の時期等）
第八十五条 第七十九条第一項（障害者控除）、第
八十一条（寡婦（寡夫）控除）又は第八十二条
（勤労学生控除）の場合において、居住者が特
別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫
又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、そ
の年十二月三十一日（その者がその年の中途に
おいて死亡し又は出国をする場合には、その死
亡又は出国の時。以下この条において同じ。）
の現況による。ただし、その居住者の親族（扶
養親族を除く。以下この項において同じ。）が
その当時既に死亡している場合におけるその親
族がその居住者の第二条第一項第三十号イ又は
第三十一号（定義）に規定する政令で定める親
族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時
の現況による。
２ 第七十九条第二項 ◆追加◆の場合において、居
住者の控除対象配偶者又は扶養親族が 特別障害
者又はその他の障害者に該当するかどうかの判
定は、その年十二月三十一日の現況による。た
だし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその
当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の
現況による。

（扶養親族等の判定の時期等）
第八十五条 第七十九条第一項（障害者控除）、第
八十一条（寡婦（寡夫）控除）又は第八十二条
（勤労学生控除）の場合において、居住者が特
別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫
又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、そ
の年十二月三十一日（その者がその年の中途に
おいて死亡し又は出国をする場合には、その死
亡又は出国の時。以下この条において同じ。）
の現況による。ただし、その居住者の親族（扶
養親族を除く。以下この項において同じ。）が
その当時既に死亡している場合におけるその親
族がその居住者の第二条第一項第三十号イ又は
第三十一号（定義）に規定する政令で定める親
族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時
の現況による。
２ 第七十九条第二項 又は第三項の場合において、
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が 同項の
規定に該当する特別障害者（第百八十七条（障
害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税
額）、第百九十条第二号ハ（年末調整）、第百
九十四条第一項第三号（給与所得者の扶養控除
等申告書）、第二百三条の三第一号ホ（徴収税
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３ 前三条の場合において、その者が居住者の老人
控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶
者若しくは第八十三条の二第一項（配偶者特別
控除）に規定する生計を一にする配偶者又は特
定扶養親族、老人扶養親族 ◆追加◆若しくはそ
の他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。ただし、
その判定に係る者がその当時既に死亡している
場合は、当該死亡の時の現況による。
◆追加◆
◆追加◆
４ 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、そ
の年中にその居住者が再婚した場合におけるそ
の死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象
配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生
計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特
例については、政令で定める。

額）及び第二百三条の五第一項第五号（公的年
金等の受給者の扶養親族等申告書）において
「同居特別障害者」という。）若しくはその他
の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該
当するかどうかの判定は、その年十二月三十一
日の現況による。ただし、その控除対象配偶者
又は扶養親族がその当時既に死亡している場合
は、当該死亡の時の現況による。
３ 第七十九条から前条までの場合において、その
者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその
他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第
一項（配偶者特別控除）に規定する生計を一に
する配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族 若
しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその
他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、そ
の年十二月三十一日の現況による。ただし、そ
の判定に係る者がその当時既に死亡している場
合は、当該死亡の時の現況による。
４ 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配
偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族に
も該当する場合には、その配偶者は、政令で定
めるところにより、これらのうちいずれか一に
のみ該当するものとみなす。
５ 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある
場合には、その者は、政令で定めるところによ
り、これらの居住者のうちいずれか一の居住者
の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
６ 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、そ
の年中にその居住者が再婚した場合におけるそ
の死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象
配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生
計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特
例については、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（同族会社等の行為又は計算の否認等）
第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為
又は計算で、これを容認した場合にはその株主
等である居住者又はこれと政令で定める特殊の
関係のある居住者（その法人の株主等である非
居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。
第四項において同じ。）の所得税の負担を不当
に減少させる結果となると認められるものがあ
るときは、その居住者の所得税に係る更正又は
決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、
税務署長の認めるところにより、その居住者の
各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三
号から第八号まで（確定所得申告書の記載事
項）又は第百二十三条第二項第一号、第三号、
第五号若しくは第七号（確定損失申告書の記載
事項）に掲げる金額を計算することができる。
一 法人税法第二条第十号（定義）に規定する同
族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有す

（同族会社等の行為又は計算の否認等）
第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為
又は計算で、これを容認した場合にはその株主
等である居住者又はこれと政令で定める特殊の
関係のある居住者（その法人の株主等である非
居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。
第四項において同じ。）の所得税の負担を不当
に減少させる結果となると認められるものがあ
るときは、その居住者の所得税に係る更正又は
決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、
税務署長の認めるところにより、その居住者の
各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三
号から第八号まで（確定所得申告書の記載事
項）又は第百二十三条第二項第一号、第三号、
第五号若しくは第七号（確定損失申告書の記載
事項）に掲げる金額を計算することができる。
一 法人税法第二条第十号（定義）に規定する同
族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有す
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ること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所
につき、その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者又は当該主
宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
める特殊の関係のある個人（以下この号に
おいて「所長等」という。）が前に当該事
業所において個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の
有するその法人の株式又は出資の数又は金
額の合計額がその法人の発行済株式又は出
資（その法人が有する自己の株式又は出資
を除く。）の総数又は総額の三分の二以上
に相当すること。

２ 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる
法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定
する行為又は計算の事実のあつた時の現況によ
るものとする。
３ 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為
又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項
（同族会社等の行為又は計算の否認）若しくは
相続税法第六十四条第一項（同族会社等の行為
又は計算の否認等）又は地価税法（平成三年法
律第六十九号）第三十二条第一項（同族会社等
の行為又は計算の否認等）の規定の適用があつ
た場合における第一項の居住者の所得税に係る
更正又は決定について準用する。
４ 税務署長は、合併（法人課税信託に係る信託の
併合を含む。）、分割（法人課税信託に係る信
託の分割を含む。）、現物出資若しくは法人税
法第二条第十二号の六に規定する 事後設立又は
株式交換若しくは株式移転（以下この項におい
て「合併等」という。）をした 一方の法人又は
他方の法人（当該合併等により交付された株式
又は出資を発行した法人を含む。以下この項に
おいて同じ。）の行為又は計算で、これを容認
した場合には 当該一方の法人若しくは他方の法
人の株主等である居住者又はこれと第一項に規
定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担
を不当に減少させる結果となると認められるも
のがあるときは、その居住者の所得税に関する
更正又は決定に際し、その行為又は計算にかか
わらず、税務署長の認めるところにより、その
居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若し
くは第三号から第八号まで又は第百二十三条第
二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に
掲げる金額を計算することができる。

ること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所
につき、その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者又は当該主
宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
める特殊の関係のある個人（以下この号に
おいて「所長等」という。）が前に当該事
業所において個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の
有するその法人の株式又は出資の数又は金
額の合計額がその法人の発行済株式又は出
資（その法人が有する自己の株式又は出資
を除く。）の総数又は総額の三分の二以上
に相当すること。

２ 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる
法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定
する行為又は計算の事実のあつた時の現況によ
るものとする。
３ 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為
又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項
（同族会社等の行為又は計算の否認）若しくは
相続税法第六十四条第一項（同族会社等の行為
又は計算の否認等）又は地価税法（平成三年法
律第六十九号）第三十二条第一項（同族会社等
の行為又は計算の否認等）の規定の適用があつ
た場合における第一項の居住者の所得税に係る
更正又は決定について準用する。
４ 税務署長は、合併（法人課税信託に係る信託の
併合を含む。）、分割（法人課税信託に係る信
託の分割を含む。）、現物出資若しくは法人税
法第二条第十二号の六に規定する 現物分配又は
株式交換若しくは株式移転（以下この項におい
て「合併等」という。）をした 法人又は合併等
により資産及び負債の移転を受けた法人（当該
合併等により交付された株式又は出資を発行し
た法人を含む。以下この項において同じ。）の
行為又は計算で、これを容認した場合には 当該
合併等をした法人若しくは当該合併等により資
産及び負債の移転を受けた法人の株主等である
居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係
のある居住者の所得税の負担を不当に減少させ
る結果となると認められるものがあるときは、
その居住者の所得税に関する更正又は決定に際
し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長
の認めるところにより、その居住者の各年分の
第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第
八号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三
号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算
することができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
（国内源泉所得）

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
（国内源泉所得）

29



第百六十一条 この編において「国内源泉所得」と
は、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内に
ある資産の運用、保有若しくは譲渡により生
ずる所得（次号から第十二号までに該当する
ものを除く。）その他その源泉が国内にある
所得として政令で定めるもの
一の二 国内において民法（明治二十九年法律第
八十九号）第六百六十七条第一項（組合契
約）に規定する組合契約（これに類するもの
として政令で定める契約を含む。以下この号
において同じ。）に基づいて行う事業から生
ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受
けるもののうち政令で定めるもの
一の三 国内にある土地若しくは土地の上に存す
る権利又は建物及びその附属設備若しくは構
築物の譲渡による対価（政令で定めるものを
除く。）
二 国内において人的役務の提供を主たる内容と
する事業で政令で定めるものを行う者が受け
る当該人的役務の提供に係る対価
三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法（昭和二十五年法
律第二百九十一号）の規定による採石権の貸
付け（地上権又は採石権の設定その他他人に
不動産、不動産の上に存する権利又は採石権
を使用させる一切の行為を含む。）、鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）の規定
による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国
法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けに
よる対価
四 第二十三条第一項（利子所得）に規定する利
子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人
の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該
外国法人が国内において行う事業に帰せら
れるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに
準ずるもの（以下この編において「営業
所」という。）に預け入れられた預貯金の
利子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信
託、公社債投資信託又は公募公社債等運用
投資信託の収益の分配

五 第二十四条第一項（配当所得）に規定する配
当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規
定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金
の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託
（公社債投資信託及び公募公社債等運用投
資信託を除く。）又は特定受益証券発行信
託の収益の分配

六 国内において業務を行う者に対する貸付金
（これに準ずるものを含む。）で当該業務に
係るものの利子（政令で定める利子を除き、

第百六十一条 この編において「国内源泉所得」と
は、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内に
ある資産の運用、保有若しくは譲渡により生
ずる所得（次号から第十二号までに該当する
ものを除く。）その他その源泉が国内にある
所得として政令で定めるもの
一の二 国内において民法（明治二十九年法律第
八十九号）第六百六十七条第一項（組合契
約）に規定する組合契約（これに類するもの
として政令で定める契約を含む。以下この号
において同じ。）に基づいて行う事業から生
ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受
けるもののうち政令で定めるもの
一の三 国内にある土地若しくは土地の上に存す
る権利又は建物及びその附属設備若しくは構
築物の譲渡による対価（政令で定めるものを
除く。）
二 国内において人的役務の提供を主たる内容と
する事業で政令で定めるものを行う者が受け
る当該人的役務の提供に係る対価
三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法（昭和二十五年法
律第二百九十一号）の規定による採石権の貸
付け（地上権又は採石権の設定その他他人に
不動産、不動産の上に存する権利又は採石権
を使用させる一切の行為を含む。）、鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）の規定
による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国
法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けに
よる対価
四 第二十三条第一項（利子所得）に規定する利
子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人
の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該
外国法人が国内において行う事業に帰せら
れるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに
準ずるもの（以下この編において「営業
所」という。）に預け入れられた預貯金の
利子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信
託、公社債投資信託又は公募公社債等運用
投資信託の収益の分配

五 第二十四条第一項（配当所得）に規定する配
当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規
定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金
の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託
（公社債投資信託及び公募公社債等運用投
資信託を除く。）又は特定受益証券発行信
託の収益の分配

六 国内において業務を行う者に対する貸付金
（これに準ずるものを含む。）で当該業務に
係るものの利子（政令で定める利子を除き、
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債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政
令で定めるものから生ずる差益として政令で
定めるものを含む。）
七 国内において業務を行う者から受ける次に掲
げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特
別の技術による生産方式若しくはこれらに
準ずるものの使用料又はその譲渡による対
価
ロ 著作権（出版権及び著作隣接権その他これ
に準ずるものを含む。）の使用料又はその
譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用
料

八 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれら
の性質を有する給与その他人的役務の提供
に対する報酬のうち、国内において行う勤
務その他の人的役務の提供（内国法人の役
員として国外において行う勤務その他の政
令で定める人的役務の提供を含む。）に基
因するもの
ロ 第三十五条第三項（公的年金等の定義）に
規定する公的年金等（政令で定めるものを
除く。）
ハ 第三十条第一項（退職所得）に規定する退
職手当等のうちその支払を受ける者が居住
者であつた期間に行つた勤務その他の人的
役務の提供（内国法人の役員として非居住
者であつた期間に行つた勤務その他の政令
で定める人的役務の提供を含む。）に基因
するもの

九 国内において行う事業の広告宣伝のための賞
金として政令で定めるもの
十 国内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結した 生命保険
契約、損害保険契約その他の年金に係る契約
で政令で定めるものに基づいて受ける年金で
第八号ロに該当するもの以外のもの（年金の
支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に
基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受け
る割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて
支給される一時金を含む。）
十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は
差益
イ 第百七十四条第三号（内国法人に係る所得
税の課税標準）に掲げる給付補てん金のう
ち国内にある営業所が受け入れた定期積金
に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金
のうち国内にある営業所が受け入れた同号
に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国
内にある営業所を通じて締結された同号に
規定する契約に係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国
内にある営業所を通じて締結された同号に

債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政
令で定めるものから生ずる差益として政令で
定めるものを含む。）
七 国内において業務を行う者から受ける次に掲
げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特
別の技術による生産方式若しくはこれらに
準ずるものの使用料又はその譲渡による対
価
ロ 著作権（出版権及び著作隣接権その他これ
に準ずるものを含む。）の使用料又はその
譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用
料

八 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれら
の性質を有する給与その他人的役務の提供
に対する報酬のうち、国内において行う勤
務その他の人的役務の提供（内国法人の役
員として国外において行う勤務その他の政
令で定める人的役務の提供を含む。）に基
因するもの
ロ 第三十五条第三項（公的年金等の定義）に
規定する公的年金等（政令で定めるものを
除く。）
ハ 第三十条第一項（退職所得）に規定する退
職手当等のうちその支払を受ける者が居住
者であつた期間に行つた勤務その他の人的
役務の提供（内国法人の役員として非居住
者であつた期間に行つた勤務その他の政令
で定める人的役務の提供を含む。）に基因
するもの

九 国内において行う事業の広告宣伝のための賞
金として政令で定めるもの
十 国内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結した 保険業法
第二条第三項（定義）に規定する生命保険会
社又は同条第四項に規定する損害保険会社の
締結する保険契約その他の年金に係る契約で
政令で定めるものに基づいて受ける年金で第
八号ロに該当するもの以外のもの（年金の支
払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基
づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける
割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支
給される一時金を含む。）
十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は
差益
イ 第百七十四条第三号（内国法人に係る所得
税の課税標準）に掲げる給付補てん金のう
ち国内にある営業所が受け入れた定期積金
に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金
のうち国内にある営業所が受け入れた同号
に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国
内にある営業所を通じて締結された同号に
規定する契約に係るもの
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規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国
内にある営業所が受け入れた預貯金に係る
もの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国
内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結された同号
に規定する契約に係るもの

十二 国内において事業を行う者に対する出資に
つき、匿名組合契約（これに準ずる契約とし
て政令で定めるものを含む。）に基づいて受
ける利益の分配

ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国
内にある営業所を通じて締結された同号に
規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国
内にある営業所が受け入れた預貯金に係る
もの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国
内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結された同号
に規定する契約に係るもの

十二 国内において事業を行う者に対する出資に
つき、匿名組合契約（これに準ずる契約とし
て政令で定めるものを含む。）に基づいて受
ける利益の分配

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務

（内国法人に係る所得税の課税標準）
第百七十四条 内国法人に対して課する所得税の課
税標準は、その内国法人が国内において支払を
受けるべき次に掲げるものの額（第十号に掲げ
る賞金については、その額から政令で定める金
額を控除した残額）とする。
一 第二十三条第一項（利子所得）に規定する利
子等
二 第二十四条第一項（配当所得）に規定する配
当等
三 定期積金に係る契約に基づく給付補てん金
（当該契約に基づく給付金のうちその給付を
受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込
んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当
する部分をいう。）
四 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二
条第四項（定義等）の契約に基づく給付補て
ん金（当該契約に基づく給付金のうちその給
付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払
い込むべき掛金の額として政令で定めるもの
の合計額を控除した残額に相当する部分をい
う。）
五 抵当証券法（昭和六年法律第十五号）第一条
第一項（証券の交付）に規定する抵当証券に
基づき締結された当該抵当証券に記載された
債権の元本及び利息の支払等に関する事項を
含む契約として政令で定める契約により支払
われる利息
六 金その他の貴金属その他これに類する物品で
政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関す
る契約で、当該契約に定められた期日におい
て当該契約に定められた金額により当該物品
を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益
（当該物品の当該売戻しをした場合の当該金
額から当該物品の買入れに要した金額を控除
した残額をいう。）
七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び

第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務

（内国法人に係る所得税の課税標準）
第百七十四条 内国法人に対して課する所得税の課
税標準は、その内国法人が国内において支払を
受けるべき次に掲げるものの額（第十号に掲げ
る賞金については、その額から政令で定める金
額を控除した残額）とする。
一 第二十三条第一項（利子所得）に規定する利
子等
二 第二十四条第一項（配当所得）に規定する配
当等
三 定期積金に係る契約に基づく給付補てん金
（当該契約に基づく給付金のうちその給付を
受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込
んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当
する部分をいう。）
四 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二
条第四項（定義等）の契約に基づく給付補て
ん金（当該契約に基づく給付金のうちその給
付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払
い込むべき掛金の額として政令で定めるもの
の合計額を控除した残額に相当する部分をい
う。）
五 抵当証券法（昭和六年法律第十五号）第一条
第一項（証券の交付）に規定する抵当証券に
基づき締結された当該抵当証券に記載された
債権の元本及び利息の支払等に関する事項を
含む契約として政令で定める契約により支払
われる利息
六 金その他の貴金属その他これに類する物品で
政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関す
る契約で、当該契約に定められた期日におい
て当該契約に定められた金額により当該物品
を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益
（当該物品の当該売戻しをした場合の当該金
額から当該物品の買入れに要した金額を控除
した残額をいう。）
七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び
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利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨
又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して
支払うこととされているものの差益（当該換
算による差益として政令で定めるものをい
う。）
八 生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれ
らに類する共済に係る契約で保険料又は掛金
を一時に支払うこと（これに準ずる支払方法
として政令で定めるものを含む。）その他政
令で定める事項をその内容とするもののう
ち、保険期間又は共済期間（以下この号にお
いて「保険期間等」という。）が五年以下の
もの及び保険期間等が五年を超えるものでそ
の保険期間等の初日から五年以内に解約され
たものに基づく差益（これらの契約に基づく
満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金
又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基
づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を
控除した金額として政令で定めるところによ
り計算した金額をいう。）
九 匿名組合契約（これに準ずる契約として政令
で定めるものを含む。第百七十六条第二項
（信託財産に係る利子等の課税の特例）にお
いて同じ。）に基づく利益の分配
十 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨
又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して
支払うこととされているものの差益（当該換
算による差益として政令で定めるものをい
う。）
八 保険業法第二条第二項（定義）に規定する保
険会社、同条第七項に規定する外国保険会社
等若しくは同条第十八項に規定する少額短期
保険業者の締結した保険契約又はこれに類す
る共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に
支払うこと（これに準ずる支払方法として政
令で定めるものを含む。）その他政令で定め
る事項をその内容とするもののうち、保険期
間又は共済期間（以下この号において「保険
期間等」という。）が五年以下のもの及び保
険期間等が五年を超えるものでその保険期間
等の初日から五年以内に解約されたものに基
づく差益（これらの契約に基づく満期保険
金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約
返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払
つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した
金額として政令で定めるところにより計算し
た金額をいう。）
九 匿名組合契約（これに準ずる契約として政令
で定めるものを含む。第百七十六条第二項
（信託財産に係る利子等の課税の特例）にお
いて同じ。）に基づく利益の分配
十 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（賞与以外の給与等に係る徴収税額）
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等に
ついて第百八十三条第一項（源泉徴収義務）の
規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号
に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める
税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区
分に応じ、その給与等の金額（ロ、ハ、ニ又
はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該
金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍
に相当する金額、給与等の月割額又は給与等
の日割額）、当該申告書に記載された控除対
象配偶者及び 扶養親族（二以上の給与等の支
払者から給与等の支払を受ける場合には、第
百九十四条第一項第六号（給与所得者の扶養
控除等申告書）に規定する控除対象配偶者及
び 扶養親族。以下この章において「主たる給
与等に係る控除対象配偶者及び 扶養親族」と
いう。）の有無及びその数に応ずる次に定め
る税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場
合 別表第二の甲欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている

（賞与以外の給与等に係る徴収税額）
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等に
ついて第百八十三条第一項（源泉徴収義務）の
規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号
に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める
税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区
分に応じ、その給与等の金額（ロ、ハ、ニ又
はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該
金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍
に相当する金額、給与等の月割額又は給与等
の日割額）、当該申告書に記載された控除対
象配偶者及び 控除対象扶養親族（二以上の給
与等の支払者から給与等の支払を受ける場合
には、第百九十四条第一項第六号（給与所得
者の扶養控除等申告書）に規定する控除対象
配偶者及び 控除対象扶養親族。以下この章に
おいて「主たる給与等に係る控除対象配偶者
及び 控除対象扶養親族」という。）の有無及
びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場
合 別表第二の甲欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている
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場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の
一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場
合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一
に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと
定められている場合 別表第二の甲欄に掲げ
る税額に当該倍数を乗じて計算した金額に
相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場
合 別表第三の甲欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表
第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を
乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次
に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金
額（ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつて
は、それぞれ当該金額の二倍に相当する金
額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等
の月割額又は給与等の日割額）、従たる給与
についての扶養控除等申告書の提出の有無並
びに当該申告書に記載された第百九十五条第
一項第三号（従たる給与についての扶養控除
等申告書）に規定する控除対象配偶者及び 扶
養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場
合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている
場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の
一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場
合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一
に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと
定められている場合 別表第二の乙欄に掲げ
る税額に当該倍数を乗じて計算した金額に
相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場
合 別表第三の乙欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表
第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を
乗じて計算した金額に相当する税額

三 労働した日又は時間によつて算定され、か
つ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で
政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、
別表第三の丙欄に掲げる税額

２ 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日
割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の
一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場
合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一
に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと
定められている場合 別表第二の甲欄に掲げ
る税額に当該倍数を乗じて計算した金額に
相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場
合 別表第三の甲欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表
第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を
乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次
に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金
額（ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつて
は、それぞれ当該金額の二倍に相当する金
額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等
の月割額又は給与等の日割額）、従たる給与
についての扶養控除等申告書の提出の有無並
びに当該申告書に記載された第百九十五条第
一項第三号（従たる給与についての扶養控除
等申告書）に規定する控除対象配偶者及び 控
除対象扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場
合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている
場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の
一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場
合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一
に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと
定められている場合 別表第二の乙欄に掲げ
る税額に当該倍数を乗じて計算した金額に
相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場
合 別表第三の乙欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表
第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を
乗じて計算した金額に相当する税額

三 労働した日又は時間によつて算定され、か
つ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で
政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、
別表第三の丙欄に掲げる税額

２ 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日
割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（賞与に係る徴収税額）
第百八十六条 賞与（賞与の性質を有する給与を含
む。以下この条において同じ。）について第百
八十三条第一項（源泉徴収義務）の規定により

（賞与に係る徴収税額）
第百八十六条 賞与（賞与の性質を有する給与を含
む。以下この条において同じ。）について第百
八十三条第一項（源泉徴収義務）の規定により
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徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用が
ある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分
に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住
者に対し前月中に支払つた又は支払うべき
その他の給与等（以下この条において「通
常の給与等」という。）がある場合（その
賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給
期が月の整数倍の期間ごとと定められてい
る場合にあつては、前月中に通常の給与等
の支払がされない場合を含む。次号イ及び
次項において同じ。） 前月中に支払つた又
は支払うべき通常の給与等の金額（その賞
与の支払者が支払う通常の給与等の支給期
が月の整数倍の期間ごとと定められている
場合には、その賞与の支払の直前に支払つ
た又は支払うべきその通常の給与等の前条
第一項第一号に規定する月割額。次号イ及
び次項において同じ。）、給与所得者の扶
養控除等申告書に記載された主たる給与等
に係る控除対象配偶者及び 扶養親族の有無
及びその数に応じ別表第四の甲欄により求
めた率をその賞与の金額に乗じて計算した
金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額
の六分の一（当該金額の計算の基礎となつ
た期間が六月を超える場合には、十二分の
一。次号ロ及び次項において同じ。）に相
当する金額並びに給与所得者の扶養控除等
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び 扶養親族の有無及びその
数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に
六（当該賞与の金額の計算の基礎となつた
期間が六月を超える場合には、十二。次号
ロ及び次項において同じ。）を乗じて計算
した金額に相当する税額

二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住
者に対し前月中に支払つた又は支払うべき
通常の給与等がある場合 前月中に支払つた
又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ
別表第四の乙欄により求めた率をその賞与
の金額に乗じて計算した金額に相当する税
額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額
の六分の一に相当する金額に応ずる別表第
二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算し
た金額に相当する税額

２ 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し
前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等
がある場合において、その賞与の金額が前月中
に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額

徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用が
ある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分
に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住
者に対し前月中に支払つた又は支払うべき
その他の給与等（以下この条において「通
常の給与等」という。）がある場合（その
賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給
期が月の整数倍の期間ごとと定められてい
る場合にあつては、前月中に通常の給与等
の支払がされない場合を含む。次号イ及び
次項において同じ。） 前月中に支払つた又
は支払うべき通常の給与等の金額（その賞
与の支払者が支払う通常の給与等の支給期
が月の整数倍の期間ごとと定められている
場合には、その賞与の支払の直前に支払つ
た又は支払うべきその通常の給与等の前条
第一項第一号に規定する月割額。次号イ及
び次項において同じ。）、給与所得者の扶
養控除等申告書に記載された主たる給与等
に係る控除対象配偶者及び 控除対象扶養親
族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄
により求めた率をその賞与の金額に乗じて
計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額
の六分の一（当該金額の計算の基礎となつ
た期間が六月を超える場合には、十二分の
一。次号ロ及び次項において同じ。）に相
当する金額並びに給与所得者の扶養控除等
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び 控除対象扶養親族の有無
及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げ
る税額に六（当該賞与の金額の計算の基礎
となつた期間が六月を超える場合には、十
二。次号ロ及び次項において同じ。）を乗
じて計算した金額に相当する税額

二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住
者に対し前月中に支払つた又は支払うべき
通常の給与等がある場合 前月中に支払つた
又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ
別表第四の乙欄により求めた率をその賞与
の金額に乗じて計算した金額に相当する税
額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額
の六分の一に相当する金額に応ずる別表第
二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算し
た金額に相当する税額

２ 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し
前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等
がある場合において、その賞与の金額が前月中
に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額
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の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞
与について第百八十三条第一項の規定により徴
収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与
の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分
の一に相当する金額と当該通常の給与等の金
額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等
申告書に記載された主たる給与等に係る控除
対象配偶者及び 扶養親族の有無及びその数に
応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通
常の給与等の金額並びに当該申告書に記載さ
れた主たる給与等に係る控除対象配偶者及び
扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二
の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計
算した金額に相当する税額
二 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額
の六分の一に相当する金額と当該通常の給与
等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄
に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応
ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に
六を乗じて計算した金額に相当する税額

３ 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住
者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九
十条（年末調整）の規定の適用を受ける通常の
給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払
をする日の属する月に賞与を支払う場合におい
て、当該賞与を支払う日の現況によりその年中
にその居住者に対し支払うべきことが確定する
給与等（その居住者がその年において他の給与
等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控
除等申告書を提出したことがある場合には、当
該他の給与等の支払者がその年中にその居住者
に対し支払うべきことが確定した給与等で政令
で定めるものを含む。）につき同条の規定を適
用した場合に同条に規定する不足額が生ずると
見込まれるときは、当該賞与について第百八十
三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額
は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかか
わらず、これらの規定による税額と当該不足額
に相当する税額との合計額とすることができ
る。

の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞
与について第百八十三条第一項の規定により徴
収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与
の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居
住者に対し、その提出の際に経由した給与等
の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分
の一に相当する金額と当該通常の給与等の金
額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等
申告書に記載された主たる給与等に係る控除
対象配偶者及び 控除対象扶養親族の有無及び
その数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額
と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書
に記載された主たる給与等に係る控除対象配
偶者及び 控除対象扶養親族の有無及びその数
に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差
額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額
の六分の一に相当する金額と当該通常の給与
等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄
に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応
ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に
六を乗じて計算した金額に相当する税額

３ 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住
者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九
十条（年末調整）の規定の適用を受ける通常の
給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払
をする日の属する月に賞与を支払う場合におい
て、当該賞与を支払う日の現況によりその年中
にその居住者に対し支払うべきことが確定する
給与等（その居住者がその年において他の給与
等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控
除等申告書を提出したことがある場合には、当
該他の給与等の支払者がその年中にその居住者
に対し支払うべきことが確定した給与等で政令
で定めるものを含む。）につき同条の規定を適
用した場合に同条に規定する不足額が生ずると
見込まれるときは、当該賞与について第百八十
三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額
は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかか
わらず、これらの規定による税額と当該不足額
に相当する税額との合計額とすることができ
る。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税
額）
第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提
出した居住者で、当該申告書にその者が障害
者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるもの（当該勤労学生が第二条第一項第
三十二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当す
る場合には、当該申告書に勤労学生に該当する
旨の記載があるほか、第百九十四条第三項（給
与所得者の扶養控除等申告書）に規定する書類

（障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税
額）
第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提
出した居住者で、当該申告書にその者が障害
者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるもの（当該勤労学生が第二条第一項第
三十二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当す
る場合には、当該申告書に勤労学生に該当する
旨の記載があるほか、第百九十四条第三項（給
与所得者の扶養控除等申告書）に規定する書類
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の提出又は提示があつたもの）である場合に
は、これらの一に該当するごとに 扶養親族が一
人あると記載されているものとし、当該申告書
に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに 障害者
がある旨の記載があるものである場合には、 そ
の障害者一人につき他に一人の扶養親族が記載
されているものとして、第百八十五条第一項第
一号（賞与以外の給与等に係る徴収税額）並び
に前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を
適用する。

の提出又は提示があつたもの）である場合に
は、これらの一に該当するごとに 控除対象扶養
親族が一人あると記載されているものとし、当
該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうち
に 障害者又は同居特別障害者がある旨の記載が
あるものである場合には、 これらの一に該当す
るごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記
載されているものとして、第百八十五条第一項
第一号（賞与以外の給与等に係る徴収税額）並
びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定
を適用する。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
第二節 年末調整

（年末調整）
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出
した居住者で、第一号に規定するその年中に支
払うべきことが確定した給与等の金額が二千万
円以下であるものに対し、その提出の際に経由
した給与等の支払者がその年最後に給与等の支
払をする場合（その居住者がその後その年十二
月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当
該申告書を提出すると見込まれる場合を除
く。）において、第一号に掲げる所得税の額の
合計額がその年最後に給与等の支払をする時の
現況により計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、その年最
後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に
充当し、その不足額は、その年最後に給与等の
支払をする際徴収してその徴収の日の属する月
の翌月十日までに国に納付しなければならな
い。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきこと
が確定した給与等（その居住者がその年にお
いて他の給与等の支払者を経由して他の給与
所得者の扶養控除等申告書を提出したことが
ある場合には、当該他の給与等の支払者がそ
の年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。）につき第百八十三条第
一項（源泉徴収義務）の規定により徴収され
た又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第五により、その年中にその居住者に対
し支払うべきことが確定した給与等の金額に
応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等
の金額から次に掲げる金額の合計額を控除し
た金額（当該金額に千円未満の端数があると
き、又は当該金額の全額が千円未満であると
きは、その端数金額又はその全額を切り捨て
た金額）を課税総所得金額とみなして第八十
九条第一項（税率）の規定を適用して計算し
た場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二
項（社会保険料控除）に規定する社会保険
料（以下この条において「社会保険料」と

第二節 年末調整
（年末調整）
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出
した居住者で、第一号に規定するその年中に支
払うべきことが確定した給与等の金額が二千万
円以下であるものに対し、その提出の際に経由
した給与等の支払者がその年最後に給与等の支
払をする場合（その居住者がその後その年十二
月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当
該申告書を提出すると見込まれる場合を除
く。）において、第一号に掲げる所得税の額の
合計額がその年最後に給与等の支払をする時の
現況により計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、その年最
後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に
充当し、その不足額は、その年最後に給与等の
支払をする際徴収してその徴収の日の属する月
の翌月十日までに国に納付しなければならな
い。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきこと
が確定した給与等（その居住者がその年にお
いて他の給与等の支払者を経由して他の給与
所得者の扶養控除等申告書を提出したことが
ある場合には、当該他の給与等の支払者がそ
の年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。）につき第百八十三条第
一項（源泉徴収義務）の規定により徴収され
た又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第五により、その年中にその居住者に対
し支払うべきことが確定した給与等の金額に
応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等
の金額から次に掲げる金額の合計額を控除し
た金額（当該金額に千円未満の端数があると
き、又は当該金額の全額が千円未満であると
きは、その端数金額又はその全額を切り捨て
た金額）を課税総所得金額とみなして第八十
九条第一項（税率）の規定を適用して計算し
た場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二
項（社会保険料控除）に規定する社会保険
料（以下この条において「社会保険料」と
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いう。）の金額及び第七十五条第二項（小
規模企業共済等掛金控除）に規定する小規
模企業共済等掛金（以下この条において
「小規模企業共済等掛金」という。）の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び
小規模企業共済等掛金の額（それぞれイに
掲げるものを除くものとし、その居住者が
その年において提出した給与所得者の保険
料控除申告書に記載されたもの（第百九十
六条第二項（保険料等の支払を証する書類
の提出等）に規定する社会保険料の金額及
び小規模企業共済等掛金の額にあつては、
同項に規定する書類の提出又は提示のあつ
たものに限る。）に限る。）並びに第七十
六条第一項（生命保険料控除）に規定する
生命保険料の金額、同条第二項に規定する
個人年金保険料の金額及び第七十七条第一
項（地震保険料控除）に規定する地震保険
料の金額（これらの金額のうち当該申告書
に記載され、かつ、第百九十六条第二項に
規定する書類の提出又は提示のあつたもの
に限る。）につき第七十四条から第七十七
条までの規定の適用があるものとした場合
に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載
された 特別障害者又はその他の障害者の有
無及びその数並びに当該申告書にその居住
者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるかどうか（当該勤労学生が第二条
第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げ
る者に該当する場合には、当該申告書に勤
労学生に該当する旨の記載があるかどうか
のほか、第百九十四条第三項（給与所得者
の扶養控除等申告書）に規定する書類の提
出又は提示があつたかどうか）並びに当該
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び 扶養親族の有無、 扶養親
族の数その他の事項に応じ第七十九条（障
害者控除）、第八十一条から第八十三条ま
で（寡婦（寡夫）控除等）及び第八十四条
（扶養控除）の規定に準じて計算した障害
者控除の額、寡婦（寡夫）控除の額、勤労
学生控除の額、配偶者控除の額及び扶養控
除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載
されたその居住者の第二条第一項第三十号
に規定する合計所得金額（以下この号にお
いて「合計所得金額」という。）の見積額
が千万円以下であるかどうか、当該申告書
に記載された第八十三条の二第一項（配偶
者特別控除）に規定する生計を一にする配
偶者の有無、その配偶者がこの条に規定す
る居住者として当該申告書を提出している
かどうか及びその配偶者の合計所得金額若
しくはその見積額に応じ第八十三条の二の
規定に準じて計算した配偶者特別控除の額

いう。）の金額及び第七十五条第二項（小
規模企業共済等掛金控除）に規定する小規
模企業共済等掛金（以下この条において
「小規模企業共済等掛金」という。）の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び
小規模企業共済等掛金の額（それぞれイに
掲げるものを除くものとし、その居住者が
その年において提出した給与所得者の保険
料控除申告書に記載されたもの（第百九十
六条第二項（保険料等の支払を証する書類
の提出等）に規定する社会保険料の金額及
び小規模企業共済等掛金の額にあつては、
同項に規定する書類の提出又は提示のあつ
たものに限る。）に限る。）並びに第七十
六条第一項（生命保険料控除）に規定する
生命保険料の金額、同条第二項に規定する
個人年金保険料の金額及び第七十七条第一
項（地震保険料控除）に規定する地震保険
料の金額（これらの金額のうち当該申告書
に記載され、かつ、第百九十六条第二項に
規定する書類の提出又は提示のあつたもの
に限る。）につき第七十四条から第七十七
条までの規定の適用があるものとした場合
に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載
された 同居特別障害者若しくはその他の特
別障害者又は特別障害者以外の障害者の有
無及びその数並びに当該申告書にその居住
者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるかどうか（当該勤労学生が第二条
第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げ
る者に該当する場合には、当該申告書に勤
労学生に該当する旨の記載があるかどうか
のほか、第百九十四条第三項（給与所得者
の扶養控除等申告書）に規定する書類の提
出又は提示があつたかどうか）並びに当該
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び 控除対象扶養親族の有
無、 控除対象扶養親族の数その他の事項に
応じ第七十九条（障害者控除）、第八十一
条から第八十三条まで（寡婦（寡夫）控除
等）及び第八十四条（扶養控除）の規定に
準じて計算した障害者控除の額、寡婦（寡
夫）控除の額、勤労学生控除の額、配偶者
控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載
されたその居住者の第二条第一項第三十号
に規定する合計所得金額（以下この号にお
いて「合計所得金額」という。）の見積額
が千万円以下であるかどうか、当該申告書
に記載された第八十三条の二第一項（配偶
者特別控除）に規定する生計を一にする配
偶者の有無、その配偶者がこの条に規定す
る居住者として当該申告書を提出している
かどうか及びその配偶者の合計所得金額若
しくはその見積額に応じ第八十三条の二の
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に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

規定に準じて計算した配偶者特別控除の額
に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

- 本則-
施行日：平成24年 1月 1日
第二節 年末調整

（年末調整）
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出
した居住者で、第一号に規定するその年中に支
払うべきことが確定した給与等の金額が二千万
円以下であるものに対し、その提出の際に経由
した給与等の支払者がその年最後に給与等の支
払をする場合（その居住者がその後その年十二
月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当
該申告書を提出すると見込まれる場合を除
く。）において、第一号に掲げる所得税の額の
合計額がその年最後に給与等の支払をする時の
現況により計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、その年最
後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に
充当し、その不足額は、その年最後に給与等の
支払をする際徴収してその徴収の日の属する月
の翌月十日までに国に納付しなければならな
い。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきこと
が確定した給与等（その居住者がその年にお
いて他の給与等の支払者を経由して他の給与
所得者の扶養控除等申告書を提出したことが
ある場合には、当該他の給与等の支払者がそ
の年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。）につき第百八十三条第
一項（源泉徴収義務）の規定により徴収され
た又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第五により、その年中にその居住者に対
し支払うべきことが確定した給与等の金額に
応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等
の金額から次に掲げる金額の合計額を控除し
た金額（当該金額に千円未満の端数があると
き、又は当該金額の全額が千円未満であると
きは、その端数金額又はその全額を切り捨て
た金額）を課税総所得金額とみなして第八十
九条第一項（税率）の規定を適用して計算し
た場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二
項（社会保険料控除）に規定する社会保険
料（以下この条において「社会保険料」と
いう。）の金額及び第七十五条第二項（小
規模企業共済等掛金控除）に規定する小規
模企業共済等掛金（以下この条において
「小規模企業共済等掛金」という。）の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び
小規模企業共済等掛金の額（それぞれイに
掲げるものを除くものとし、その居住者が
その年において提出した給与所得者の保険

第二節 年末調整
（年末調整）
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出
した居住者で、第一号に規定するその年中に支
払うべきことが確定した給与等の金額が二千万
円以下であるものに対し、その提出の際に経由
した給与等の支払者がその年最後に給与等の支
払をする場合（その居住者がその後その年十二
月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当
該申告書を提出すると見込まれる場合を除
く。）において、第一号に掲げる所得税の額の
合計額がその年最後に給与等の支払をする時の
現況により計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、その年最
後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に
充当し、その不足額は、その年最後に給与等の
支払をする際徴収してその徴収の日の属する月
の翌月十日までに国に納付しなければならな
い。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきこと
が確定した給与等（その居住者がその年にお
いて他の給与等の支払者を経由して他の給与
所得者の扶養控除等申告書を提出したことが
ある場合には、当該他の給与等の支払者がそ
の年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。）につき第百八十三条第
一項（源泉徴収義務）の規定により徴収され
た又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第五により、その年中にその居住者に対
し支払うべきことが確定した給与等の金額に
応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等
の金額から次に掲げる金額の合計額を控除し
た金額（当該金額に千円未満の端数があると
き、又は当該金額の全額が千円未満であると
きは、その端数金額又はその全額を切り捨て
た金額）を課税総所得金額とみなして第八十
九条第一項（税率）の規定を適用して計算し
た場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二
項（社会保険料控除）に規定する社会保険
料（以下この条において「社会保険料」と
いう。）の金額及び第七十五条第二項（小
規模企業共済等掛金控除）に規定する小規
模企業共済等掛金（以下この条において
「小規模企業共済等掛金」という。）の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び
小規模企業共済等掛金の額（それぞれイに
掲げるものを除くものとし、その居住者が
その年において提出した給与所得者の保険
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料控除申告書に記載されたもの（第百九十
六条第二項（保険料等の支払を証する書類
の提出等）に規定する社会保険料の金額及
び小規模企業共済等掛金の額にあつては、
同項に規定する書類の提出又は提示のあつ
たものに限る。）に限る。）並びに第七十
六条第一項（生命保険料控除）に規定する
生命保険料の金額、同条第二項に規定する
個人年金保険料の金額及び第七十七条第一
項（地震保険料控除）に規定する地震保険
料の金額（これらの金額のうち当該申告書
に記載され、かつ、第百九十六条第二項に
規定する書類の提出又は提示のあつたもの
に限る。）につき第七十四条から第七十七
条までの規定の適用があるものとした場合
に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載
された同居特別障害者若しくはその他の特
別障害者又は特別障害者以外の障害者の有
無及びその数並びに当該申告書にその居住
者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるかどうか（当該勤労学生が第二条
第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げ
る者に該当する場合には、当該申告書に勤
労学生に該当する旨の記載があるかどうか
のほか、第百九十四条第三項（給与所得者
の扶養控除等申告書）に規定する書類の提
出又は提示があつたかどうか）並びに当該
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有
無、控除対象扶養親族の数その他の事項に
応じ第七十九条（障害者控除）、第八十一
条から第八十三条まで（寡婦（寡夫）控除
等）及び第八十四条（扶養控除）の規定に
準じて計算した障害者控除の額、寡婦（寡
夫）控除の額、勤労学生控除の額、配偶者
控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載
されたその居住者の第二条第一項第三十号
に規定する合計所得金額（以下この号にお
いて「合計所得金額」という。）の見積額
が千万円以下であるかどうか、当該申告書
に記載された第八十三条の二第一項（配偶
者特別控除）に規定する生計を一にする配
偶者の有無、その配偶者がこの条に規定す
る居住者として当該申告書を提出している
かどうか及びその配偶者の合計所得金額若
しくはその見積額に応じ第八十三条の二の
規定に準じて計算した配偶者特別控除の額
に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

料控除申告書に記載されたもの（第百九十
六条第二項（保険料等の支払を証する書類
の提出等）に規定する社会保険料の金額及
び小規模企業共済等掛金の額にあつては、
同項に規定する書類の提出又は提示のあつ
たものに限る。）に限る。）並びに第七十
六条第一項（生命保険料控除）に規定する
新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金
額、同条第二項に規定する 介護医療保険料
の金額、同条第三項に規定する新個人年金
保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額
並びに第七十七条第一項（地震保険料控
除）に規定する地震保険料の金額（これら
の金額のうち当該申告書に記載され、か
つ、第百九十六条第二項に規定する書類の
提出又は提示のあつたものに限る。）につ
き第七十四条から第七十七条までの規定の
適用があるものとした場合に控除されるべ
き金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載
された同居特別障害者若しくはその他の特
別障害者又は特別障害者以外の障害者の有
無及びその数並びに当該申告書にその居住
者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記
載があるかどうか（当該勤労学生が第二条
第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げ
る者に該当する場合には、当該申告書に勤
労学生に該当する旨の記載があるかどうか
のほか、第百九十四条第三項（給与所得者
の扶養控除等申告書）に規定する書類の提
出又は提示があつたかどうか）並びに当該
申告書に記載された主たる給与等に係る控
除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有
無、控除対象扶養親族の数その他の事項に
応じ第七十九条（障害者控除）、第八十一
条から第八十三条まで（寡婦（寡夫）控除
等）及び第八十四条（扶養控除）の規定に
準じて計算した障害者控除の額、寡婦（寡
夫）控除の額、勤労学生控除の額、配偶者
控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載
されたその居住者の第二条第一項第三十号
に規定する合計所得金額（以下この号にお
いて「合計所得金額」という。）の見積額
が千万円以下であるかどうか、当該申告書
に記載された第八十三条の二第一項（配偶
者特別控除）に規定する生計を一にする配
偶者の有無、その配偶者がこの条に規定す
る居住者として当該申告書を提出している
かどうか及びその配偶者の合計所得金額若
しくはその見積額に応じ第八十三条の二の
規定に準じて計算した配偶者特別控除の額
に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

- 本則-
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施行日：平成23年 1月 1日
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

（給与所得者の扶養控除等申告書）
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける
居住者は、その給与等の支払者（その支払者が
二以上ある場合には、主たる給与等の支払者）
から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日
までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、その給与等に
係る所得税の第十七条（源泉徴収に係る所得税
の納税地）の規定による納税地（第十八条第二
項（納税地の指定）の規定による指定があつた
場合には、その指定をされた納税地。以下この
節において同じ。）の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その居住者が特別障害者若しくはその他の障
害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場
合には、その旨及びその該当する事実
三 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに 特別障
害者又はその他の障害者がある場合には、そ
の旨、その数、氏名及びその該当する事実
四 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者
が老人控除対象配偶者に該当する場合には、
その旨及びその該当する事実
五 扶養親族の氏名並びに 扶養親族のうちに特定
扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、
その旨及びその該当する事実
六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を
受ける場合には、控除対象配偶者又は 扶養親
族のうち、主たる給与等の支払者から支払を
受ける給与等について第百八十三条第一項
（源泉徴収義務）の規定により徴収される所
得税の額の計算の基礎としようとするものの
氏名
七 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事
項について異動を生じた場合には、同項の給与
等の支払者からその異動を生じた日後最初に給
与等の支払を受ける日の前日までに、その異動
の内容その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を、当該支払者を経由して、その給与等
に係る所得税の第十七条の規定による納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
３ 前二項の規定による申告書に勤労学生に該当す
る旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十
二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当するも
のは、政令で定めるところにより、これらの者
に該当する旨を証する書類を提出し又は提示し
なければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による申告書は、給与
所得者の扶養控除等申告書という。

第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
（給与所得者の扶養控除等申告書）
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける
居住者は、その給与等の支払者（その支払者が
二以上ある場合には、主たる給与等の支払者）
から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日
までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、その給与等に
係る所得税の第十七条（源泉徴収に係る所得税
の納税地）の規定による納税地（第十八条第二
項（納税地の指定）の規定による指定があつた
場合には、その指定をされた納税地。以下この
節において同じ。）の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その居住者が特別障害者若しくはその他の障
害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場
合には、その旨及びその該当する事実
三 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに 同居特
別障害者若しくはその他の特別障害者又は特
別障害者以外の障害者がある場合には、その
旨、その数、氏名及びその該当する事実
四 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者
が老人控除対象配偶者に該当する場合には、
その旨及びその該当する事実
五 控除対象扶養親族の氏名並びに 控除対象扶養
親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族
がある場合には、その旨及びその該当する事
実
六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を
受ける場合には、控除対象配偶者又は 控除対
象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者か
ら支払を受ける給与等について第百八十三条
第一項（源泉徴収義務）の規定により徴収さ
れる所得税の額の計算の基礎としようとする
ものの氏名
七 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事
項について異動を生じた場合には、同項の給与
等の支払者からその異動を生じた日後最初に給
与等の支払を受ける日の前日までに、その異動
の内容その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を、当該支払者を経由して、その給与等
に係る所得税の第十七条の規定による納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
３ 前二項の規定による申告書に勤労学生に該当す
る旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十
二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当するも
のは、政令で定めるところにより、これらの者
に該当する旨を証する書類を提出し又は提示し
なければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による申告書は、給与
所得者の扶養控除等申告書という。
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- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（従たる給与についての扶養控除等申告書）
第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払
者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる
給与等の支払者から支払を受けるその年中の給
与等の金額の見積額につき第二十八条第二項
（給与所得の金額）及び第百八十八条（給与等
から控除される社会保険料等がある場合の徴収
税額の計算）の規定に準じて計算した金額とし
て政令で定めるところにより計算した金額が障
害者控除の額、寡婦（寡夫）控除の額、勤労学
生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及
び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれ
る場合には、その年において、次に掲げる事項
を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以
外の給与等の支払者（以下この条において「従
たる給与等の支払者」という。）を経由して、
当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給
与等に係る所得税の第十七条（源泉徴収に係る
所得税の納税地）の規定による納税地の所轄税
務署長に提出することができる。
一 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二 控除対象配偶者又は 扶養親族の氏名
三 控除対象配偶者又は 扶養親族のうち、当該従
たる給与等の支払者から支払を受ける給与等
について第百八十三条第一項（源泉徴収義
務）の規定により徴収される所得税の額の計
算の基礎としようとするものの氏名
四 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事
項について異動を生じた場合には、同項の給与
等の支払者からその異動を生じた日後最初に給
与等の支払を受ける日の前日までに、その異動
の内容その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を、当該支払者を経由して、その給与等
に係る所得税の第十七条の規定による納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による
申告書を提出した居住者が、その年において提
出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載し
た前条第一項第六号に規定する控除対象配偶者
又は 扶養親族を第一項第三号に規定する控除対
象配偶者又は 扶養親族として同項の規定による
申告書に追加して記載する必要が生じた場合の
申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
４ 第一項又は第二項の規定による申告書は、従た
る給与についての扶養控除等申告書という。

（従たる給与についての扶養控除等申告書）
第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払
者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる
給与等の支払者から支払を受けるその年中の給
与等の金額の見積額につき第二十八条第二項
（給与所得の金額）及び第百八十八条（給与等
から控除される社会保険料等がある場合の徴収
税額の計算）の規定に準じて計算した金額とし
て政令で定めるところにより計算した金額が障
害者控除の額、寡婦（寡夫）控除の額、勤労学
生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及
び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれ
る場合には、その年において、次に掲げる事項
を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以
外の給与等の支払者（以下この条において「従
たる給与等の支払者」という。）を経由して、
当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給
与等に係る所得税の第十七条（源泉徴収に係る
所得税の納税地）の規定による納税地の所轄税
務署長に提出することができる。
一 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二 控除対象配偶者又は 控除対象扶養親族の氏名
三 控除対象配偶者又は 控除対象扶養親族のう
ち、当該従たる給与等の支払者から支払を受
ける給与等について第百八十三条第一項（源
泉徴収義務）の規定により徴収される所得税
の額の計算の基礎としようとするものの氏名
四 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事
項について異動を生じた場合には、同項の給与
等の支払者からその異動を生じた日後最初に給
与等の支払を受ける日の前日までに、その異動
の内容その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を、当該支払者を経由して、その給与等
に係る所得税の第十七条の規定による納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による
申告書を提出した居住者が、その年において提
出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載し
た前条第一項第六号に規定する控除対象配偶者
又は 控除対象扶養親族を第一項第三号に規定す
る控除対象配偶者又は 控除対象扶養親族として
同項の規定による申告書に追加して記載する必
要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。
４ 第一項又は第二項の規定による申告書は、従た
る給与についての扶養控除等申告書という。

- 本則-
施行日：平成24年 1月 1日
（給与所得者の保険料控除申告書）
第百九十六条 国内において給与等の支払を受ける

（給与所得者の保険料控除申告書）
第百九十六条 国内において給与等の支払を受ける
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居住者は、第百九十条（年末調整）に規定する
過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する
社会保険料、小規模企業共済等掛金、 生命保険
料、個人年金保険料又は地震保険料に係る控除
を受けようとする場合には、その給与等の支払
者（二以上の給与等の支払者から給与等の支払
を受ける場合には、主たる給与等の支払者）か
らその年最後に給与等の支払を受ける日の前日
までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、その給与等に
係る所得税の第十七条（源泉徴収に係る所得税
の納税地）の規定による納税地の所轄税務署長
に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その年中に支払つた第七十四条第二項（社会
保険料控除）に規定する社会保険料（給与等
から控除されるものを除く。）の金額及び第
七十五条第二項（小規模企業共済等掛金控
除）に規定する小規模企業共済等掛金（給与
等から控除されるものを除く。）の額
三 その年中に支払つた第七十六条第一項（生命
保険料控除）に規定する 生命保険料の金額、
同条第二項に規定する 個人年金保険料の金額
及び第七十七条第一項（地震保険料控除）に
規定する地震保険料の金額につきこれらの規
定の適用があるものとした場合に控除される
べき金額
四 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出する居住者は、
政令で定めるところにより、その年において支
払つた同項第二号に規定する社会保険料（第七
十四条第二項第五号に掲げるものに限る。）の
金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業
共済等掛金の額又は同項第三号に規定する 生命
保険料の金額、個人年金保険料の金額若しくは
地震保険料の金額につき、これらの支払をした
旨を証する書類を提出し、又は提示しなければ
ならない。
３ 第一項の規定による申告書は、給与所得者の保
険料控除申告書という。

居住者は、第百九十条（年末調整）に規定する
過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する
社会保険料、小規模企業共済等掛金、 新生命保
険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人
年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料
に係る控除を受けようとする場合には、その給
与等の支払者（二以上の給与等の支払者から給
与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の
支払者）からその年最後に給与等の支払を受け
る日の前日までに、次に掲げる事項を記載した
申告書を、当該給与等の支払者を経由して、そ
の給与等に係る所得税の第十七条（源泉徴収に
係る所得税の納税地）の規定による納税地の所
轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その年中に支払つた第七十四条第二項（社会
保険料控除）に規定する社会保険料（給与等
から控除されるものを除く。）の金額及び第
七十五条第二項（小規模企業共済等掛金控
除）に規定する小規模企業共済等掛金（給与
等から控除されるものを除く。）の額
三 その年中に支払つた第七十六条第一項（生命
保険料控除）に規定する 新生命保険料の金額
及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定
する 介護医療保険料の金額、同条第三項に規
定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年
金保険料の金額並びに第七十七条第一項（地
震保険料控除）に規定する地震保険料の金額
につきこれらの規定の適用があるものとした
場合に控除されるべき金額
四 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を提出する居住者は、
政令で定めるところにより、その年において支
払つた同項第二号に規定する社会保険料（第七
十四条第二項第五号に掲げるものに限る。）の
金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業
共済等掛金の額又は同項第三号に規定する 新生
命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医
療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧
個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金
額につき、これらの支払をした旨を証する書類
を提出し、又は提示しなければならない。
３ 第一項の規定による申告書は、給与所得者の保
険料控除申告書という。

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（徴収税額）
第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得
税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に
掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定め
る金額を控除した残額に百分の五（第三号に掲
げる公的年金等にあつては、百分の十）の税率
を乗じて計算した金額とする。
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提
出した居住者に対し、その提出の際に経由し

（徴収税額）
第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得
税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に
掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定め
る金額を控除した残額に百分の五（第三号に掲
げる公的年金等にあつては、百分の十）の税率
を乗じて計算した金額とする。
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提
出した居住者に対し、その提出の際に経由し
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た公的年金等の支払者が支払う公的年金等
（次号に掲げるものを除く。） 次に掲げる金
額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月
数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定め
る金額の百分の二十五に相当する金額に六
万五千円を加算した金額と九万円とのいず
れか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障
害者である旨の記載がある場合には、二万
二千五百円（当該公的年金等の受給者が特
別障害者である旨の記載がある場合には、
三万五千円）
ハ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記
載がある場合には、三万二千五百円（当該
控除対象配偶者が老人控除対象配偶者であ
る旨の記載がある場合には、四万円）
ニ 当該申告書 に扶養親族がある旨の記載があ
る場合には、三万二千五百円（当該 扶養親
族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族
がある旨の記載がある場合には、その特定
扶養親族については五万二千五百円とし、
老人扶養親族については四万円とする。）
にその 扶養親族の数を乗じて計算した金額
ホ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族
のうちに障害者がある旨の記載がある場合
には、二万二千五百円（当該控除対象配偶
者又は扶養親族のうちに 特別障害者がある
旨の記載がある場合には、 その特別障害者
については三万五千円）にその障害者の数
を乗じて計算した金額

二 厚生年金保険法第百三十条第一項（厚生年金
基金の業務等）に規定する老齢年金給付、国
家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号
（長期給付の種類等）に掲げる退職共済年金
その他の政令で定める公的年金等の支払を受
ける居住者で当該公的年金等について公的年
金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した
ものに対し、その提出の際に経由した公的年
金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に
掲げる金額から政令で定める金額を控除した
金額
三 前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等
その公的年金等の金額の百分の二十五に相当
する金額

た公的年金等の支払者が支払う公的年金等
（次号に掲げるものを除く。） 次に掲げる金
額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月
数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定め
る金額の百分の二十五に相当する金額に六
万五千円を加算した金額と九万円とのいず
れか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障
害者である旨の記載がある場合には、二万
二千五百円（当該公的年金等の受給者が特
別障害者である旨の記載がある場合には、
三万五千円）
ハ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記
載がある場合には、三万二千五百円（当該
控除対象配偶者が老人控除対象配偶者であ
る旨の記載がある場合には、四万円）
ニ 当該申告書 に控除対象扶養親族がある旨の
記載がある場合には、三万二千五百円（当
該 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族
又は老人扶養親族がある旨の記載がある場
合には、その特定扶養親族については五万
二千五百円とし、老人扶養親族については
四万円とする。）にその 控除対象扶養親族
の数を乗じて計算した金額
ホ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族
のうちに障害者がある旨の記載がある場合
には、二万二千五百円（当該控除対象配偶
者又は扶養親族のうちに 同居特別障害者又
はその他の特別障害者がある旨の記載があ
る場合には、 その同居特別障害者について
は六万二千五百円とし、その他の特別障害
者については三万五千円とする。）にその
障害者の数を乗じて計算した金額

二 厚生年金保険法第百三十条第一項（厚生年金
基金の業務等）に規定する老齢年金給付、国
家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号
（長期給付の種類等）に掲げる退職共済年金
その他の政令で定める公的年金等の支払を受
ける居住者で当該公的年金等について公的年
金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した
ものに対し、その提出の際に経由した公的年
金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に
掲げる金額から政令で定める金額を控除した
金額
三 前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等
その公的年金等の金額の百分の二十五に相当
する金額

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（公的年金等の受給者の扶養親族等申告書）
第二百三条の五 国内において公的年金等（第三十
五条第三項第三号（公的年金等の定義）に掲げ
る年金その他政令で定めるものを除く。）の支
払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者

（公的年金等の受給者の扶養親族等申告書）
第二百三条の五 国内において公的年金等（第三十
五条第三項第三号（公的年金等の定義）に掲げ
る年金その他政令で定めるものを除く。）の支
払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者
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から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の
前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書
を、当該公的年金等の支払者を経由して、その
公的年金等に係る所得税の第十七条（源泉徴収
に係る所得税の納税地）の規定による納税地
（第十八条第二項（納税地の指定）の規定によ
る指定があつた場合には、その指定をされた納
税地。第四項において同じ。）の所轄税務署長
に提出しなければならない。
一 当該公的年金等の支払者の名称
二 その居住者が特別障害者又はその他の障害者
に該当する場合には、その旨及びその該当す
る事実
三 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者
が老人控除対象配偶者に該当する場合には、
その旨及びその該当する事実
四 扶養親族の氏名並びに 扶養親族のうちに特定
扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、
その旨及びその該当する事実
五 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに 特別障
害者又はその他の障害者がある場合には、そ
の旨、その数、氏名及びその該当する事実
六 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の
支払者を経由して提出する場合において、当該
申告書に記載すべき事項がその年の前年におい
て当該公的年金等の支払者を経由して提出した
同項の規定による申告書に記載した事項と異動
がないときは、居住者は、当該公的年金等の支
払者が政令で定めるところにより国税庁長官の
承認を受けている場合に限り、同項の規定によ
り記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を
記載した同項の規定による申告書を提出するこ
とができる。
３ 第一項の場合において、同項の規定による申告
書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支
払者に受理されたときは、その申告書は、その
受理された日に同項に規定する税務署長に提出
されたものとみなす。
４ 第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、
同項の規定による申告書の提出の際に経由すべ
き公的年金等の支払者がその公的年金等に係る
所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税
務署長の承認を受けている場合には、当該申告
書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に
対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方
法により提供することができる。
５ 前項の規定の適用がある場合における第三項の
規定の適用については、同項中「申告書が」と
あるのは「申告書に記載すべき事項を」と、
「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払
者が提供を受けたとき」と、「受理された日」
とあるのは「提供を受けた日」とする。
６ 第百九十八条第四項（給与所得者の源泉徴収に
関する申告書の提出時期等の特例）の規定は、
第四項の場合について準用する。
７ 第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の
前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書
を、当該公的年金等の支払者を経由して、その
公的年金等に係る所得税の第十七条（源泉徴収
に係る所得税の納税地）の規定による納税地
（第十八条第二項（納税地の指定）の規定によ
る指定があつた場合には、その指定をされた納
税地。第四項において同じ。）の所轄税務署長
に提出しなければならない。
一 当該公的年金等の支払者の名称
二 その居住者が特別障害者又はその他の障害者
に該当する場合には、その旨及びその該当す
る事実
三 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者
が老人控除対象配偶者に該当する場合には、
その旨及びその該当する事実
四 控除対象扶養親族の氏名並びに 控除対象扶養
親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族
がある場合には、その旨及びその該当する事
実
五 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに 同居特
別障害者若しくはその他の特別障害者又は特
別障害者以外の障害者がある場合には、その
旨、その数、氏名及びその該当する事実
六 その他財務省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の
支払者を経由して提出する場合において、当該
申告書に記載すべき事項がその年の前年におい
て当該公的年金等の支払者を経由して提出した
同項の規定による申告書に記載した事項と異動
がないときは、居住者は、当該公的年金等の支
払者が政令で定めるところにより国税庁長官の
承認を受けている場合に限り、同項の規定によ
り記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を
記載した同項の規定による申告書を提出するこ
とができる。
３ 第一項の場合において、同項の規定による申告
書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支
払者に受理されたときは、その申告書は、その
受理された日に同項に規定する税務署長に提出
されたものとみなす。
４ 第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、
同項の規定による申告書の提出の際に経由すべ
き公的年金等の支払者がその公的年金等に係る
所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税
務署長の承認を受けている場合には、当該申告
書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に
対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方
法により提供することができる。
５ 前項の規定の適用がある場合における第三項の
規定の適用については、同項中「申告書が」と
あるのは「申告書に記載すべき事項を」と、
「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払
者が提供を受けたとき」と、「受理された日」
とあるのは「提供を受けた日」とする。
６ 第百九十八条第四項（給与所得者の源泉徴収に
関する申告書の提出時期等の特例）の規定は、
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しその他同項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
８ 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受
給者の扶養親族等申告書という。

第四項の場合について準用する。
７ 第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消
しその他同項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
８ 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受
給者の扶養親族等申告書という。

- 本則-
施行日：平成24年 1月 1日
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源
泉徴収

（源泉徴収義務）
第二百七条 居住者に対し国内において次に掲げる
契約その他政令で定める年金に係る契約に基づ
く年金の支払をする者は、その支払の際、その
年金について所得税を徴収し、その徴収の日の
属する月の翌月十日までに、これを国に納付し
なければならない。
一 第七十六条第三項第一号から第四号まで（生
命保険料控除）に掲げる契約
二 第七十七条第二項各号（地震保険料控除）に
掲げる契約
三 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定
めるもの

第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源
泉徴収

（源泉徴収義務）
第二百七条 居住者に対し国内において次に掲げる
契約その他政令で定める年金に係る契約に基づ
く年金の支払をする者は、その支払の際、その
年金について所得税を徴収し、その徴収の日の
属する月の翌月十日までに、これを国に納付し
なければならない。
一 第七十六条第六項第一号から第四号まで（生
命保険料控除）に掲げる契約
二 第七十七条第二項各号（地震保険料控除）に
掲げる契約
三 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定
めるもの

- 本則-
施行日：平成23年 1月 1日
（先物取引の差金等決済をする者の告知）
第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする
者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げ
る法人その他の政令で定めるものを除く。）
は、政令で定めるところにより、その差金等決
済をする日までに、その者の氏名又は名称及び
住所（国内に住所を有しない者にあつては、財
務省令で定める場所。以下この項において同
じ。）を、その差金等決済に係る先物取引の次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定
める者（以下この項において「商品取引員等」
という。）に告知しなければならない。この場
合において、当該先物取引の差金等決済をする
者は、政令で定めるところにより、当該商品取
引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事
項証明書その他の政令で定める書類を提示しな
ければならないものとし、当該商品取引員等
は、政令で定めるところにより、当該告知され
た氏名又は名称及び住所を当該書類により確認
しなければならないものとする。
一 委託により商品先物取引（商品取引所法（昭
和二十五年法律第二百三十九号）第二条第八
項（定義）に規定する先物取引（同条第九項
に規定する商品市場において行われる同条第
十項第一号ホに掲げる取引を含む。）をい
う。以下この条において同じ。）をした場合
当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条
第十八項に規定する商品取引員（以下この号

（先物取引の差金等決済をする者の告知）
第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする
者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げ
る法人その他の政令で定めるものを除く。）
は、政令で定めるところにより、その差金等決
済をする日までに、その者の氏名又は名称及び
住所（国内に住所を有しない者にあつては、財
務省令で定める場所。以下この項において同
じ。）を、その差金等決済に係る先物取引の次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定
める者（以下この項において「商品取引員等」
という。）に告知しなければならない。この場
合において、当該先物取引の差金等決済をする
者は、政令で定めるところにより、当該商品取
引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事
項証明書その他の政令で定める書類を提示しな
ければならないものとし、当該商品取引員等
は、政令で定めるところにより、当該告知され
た氏名又は名称及び住所を当該書類により確認
しなければならないものとする。
一 委託により商品先物取引（商品取引所法（昭
和二十五年法律第二百三十九号）第二条第八
項（定義）に規定する先物取引（同条第九項
に規定する商品市場において行われる同条第
十項第一号ホに掲げる取引を含む。）をい
う。以下この条において同じ。）をした場合
当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条
第十八項に規定する商品取引員（以下この号

46



において「商品取引員」という。）の営業所
その他これに準ずるもの（以下この号におい
て「営業所等」という。）の長（商品先物取
引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当
該商品先物取引の委託をした場合にあつて
は、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引
員の営業所等の長）
二 商品先物取引をした場合（前号に掲げる場合
を除く。） 当該商品先物取引の相手方である
商品取引所法第二条第九項に規定する商品市
場を開設した同条第一項に規定する商品取引
所の長
三 委託により市場デリバティブ取引（金融商品
取引法第二条第二十一項（定義）に規定する
市場デリバティブ取引 のうち、同項第一号か
ら第三号までに掲げる取引であつて政令で定
めるものをいう。以下この条において 同
じ。）をした場合 当該 市場デリバティブ取引
の委託を受けた金融商品取引業者等（同法第
二条第九項に規定する金融商品取引業者（同
法第二十八条第一項（通則）に規定する第一
種金融商品取引業を行う者に限る。第五号に
おいて「金融商品取引業者」という。）又は
同法第二条第十一項に規定する登録金融機関
をいう。以下この項において同じ。）の営業
所の長（ 市場デリバティブ取引の委託の取次
ぎにより当該金融商品取引業者等に当該 市場
デリバティブ取引の委託をした場合にあつて
は、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品
取引業者等の営業所の長）
四 店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第二
条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取
引をいう。以下この条において同じ。）をし
た場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方で
ある金融商品取引業者等の営業所の長（店頭
デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商
品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引を
した場合にあつては、当該取次ぎを引き受け
た金融商品取引業者等の営業所の長）
五 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券（同条第二十二項第四号に掲げる
取引に係る権利を表示するものに限る。以下
この条において同じ。）の取得をした場合 次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証
券に表示される権利の行使又は放棄をする
場合 国内において当該権利の行使又は放棄
に関する事務の取扱いをする金融商品取引
業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価
証券の譲渡をし、国内においてその有価証
券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有
価証券の譲渡について売委託を受けた金融
商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受
けた法人（金融商品取引業者を通じてその
譲渡を受けたものを除く。）

において「商品取引員」という。）の営業所
その他これに準ずるもの（以下この号におい
て「営業所等」という。）の長（商品先物取
引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当
該商品先物取引の委託をした場合にあつて
は、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引
員の営業所等の長）
二 商品先物取引をした場合（前号に掲げる場合
を除く。） 当該商品先物取引の相手方である
商品取引所法第二条第九項に規定する商品市
場を開設した同条第一項に規定する商品取引
所の長
三 委託により市場デリバティブ取引（金融商品
取引法第二条第二十一項（定義）に規定する
市場デリバティブ取引 ◆削除◆をいう。以下
この条において 同じ。）又は外国市場デリバ
ティブ取引（同法第二条第二十三項に規定す
る外国市場デリバティブ取引をいう。以下こ
の条において同じ。）をした場合 当該 市場デ
リバティブ取引又は外国市場デリバティブ取
引の委託を受けた金融商品取引業者等（同法
第二条第九項に規定する金融商品取引業者
（同法第二十八条第一項（通則）に規定する
第一種金融商品取引業を行う者に限る。第五
号において「金融商品取引業者」という。）
又は同法第二条第十一項に規定する登録金融
機関をいう。以下この項において同じ。）の
営業所の長（ 市場デリバティブ取引又は外国
市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより
当該金融商品取引業者等に当該 市場デリバ
ティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の
委託をした場合にあつては、当該委託の取次
ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所
の長）
四 店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第二
条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取
引をいう。以下この条において同じ。）をし
た場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方で
ある金融商品取引業者等の営業所の長（店頭
デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商
品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引を
した場合にあつては、当該取次ぎを引き受け
た金融商品取引業者等の営業所の長）
五 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券（同条第二十二項第四号に掲げる
取引に係る権利を表示するものに限る。以下
この条において同じ。）の取得をした場合 次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証
券に表示される権利の行使又は放棄をする
場合 国内において当該権利の行使又は放棄
に関する事務の取扱いをする金融商品取引
業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価
証券の譲渡をし、国内においてその有価証
券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有
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２ 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げ
る取引又は取得をいい、同項に規定する差金等
決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区
分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しく
は放棄若しくは譲渡をいう。
一 商品先物取引 当該商品先物取引の決済（当該
商品先物取引に係る商品の受渡しが行われる
こととなるものを除く。）
二 市場デリバティブ取引 ◆追加◆又は店頭デリ
バティブ取引 当該市場デリバティブ取引 ◆追
加◆又は店頭デリバティブ取引の決済（当該
市場デリバティブ取引 ◆追加◆又は店頭デリ
バティブ取引に係る金融商品取引法第二条第
二十四項に規定する金融商品の受渡しが行わ
れることとなるものを除く。）
三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券の取得 当該有価証券に表示される
権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の
譲渡

価証券の譲渡について売委託を受けた金融
商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受
けた法人（金融商品取引業者を通じてその
譲渡を受けたものを除く。）

２ 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げ
る取引又は取得をいい、同項に規定する差金等
決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区
分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しく
は放棄若しくは譲渡をいう。
一 商品先物取引 当該商品先物取引の決済（当該
商品先物取引に係る商品の受渡しが行われる
こととなるものを除く。）
二 市場デリバティブ取引 、外国市場デリバティ
ブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デ
リバティブ取引 、外国市場デリバティブ取
引又は店頭デリバティブ取引の決済（当該市
場デリバティブ取引 、外国市場デリバティブ
取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商
品取引法第二条第二十四項に規定する金融商
品の受渡しが行われることとなるものを除
く。）
三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券の取得 当該有価証券に表示される
権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の
譲渡

- 本則-
施行日：平成23年 1月 9日
（先物取引の差金等決済をする者の告知）
第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする
者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げ
る法人その他の政令で定めるものを除く。）
は、政令で定めるところにより、その差金等決
済をする日までに、その者の氏名又は名称及び
住所（国内に住所を有しない者にあつては、財
務省令で定める場所。以下この項において同
じ。）を、その差金等決済に係る先物取引の次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定
める者（以下この項において「商品先物取引業
者等」という。）に告知しなければならない。
この場合において、当該先物取引の差金等決済
をする者は、政令で定めるところにより、当該
商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書
類を提示しなければならないものとし、当該商
品先物取引業者等は、政令で定めるところによ
り、当該告知された氏名又は名称及び住所を当
該書類により確認しなければならないものとす
る。
一 委託により商品先物取引（商品先物取引法
（昭和二十五年法律第二百三十九号） 第二条
第三項第一号から第四号まで（定義）に掲げ
る取引（同号に掲げる取引にあつては、同号
イからハまでに掲げる取引を成立させること
ができる権利に係るものに限る。）で同項に
規定する先物取引に該当するもの（同条第九

（先物取引の差金等決済をする者の告知）
第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする
者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げ
る法人その他の政令で定めるものを除く。）
は、政令で定めるところにより、その差金等決
済をする日までに、その者の氏名又は名称及び
住所（国内に住所を有しない者にあつては、財
務省令で定める場所。以下この項において同
じ。）を、その差金等決済に係る先物取引の次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定
める者（以下この項において「商品先物取引業
者等」という。）に告知しなければならない。
この場合において、当該先物取引の差金等決済
をする者は、政令で定めるところにより、当該
商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書
類を提示しなければならないものとし、当該商
品先物取引業者等は、政令で定めるところによ
り、当該告知された氏名又は名称及び住所を当
該書類により確認しなければならないものとす
る。
一 委託により商品先物取引（商品先物取引法
（昭和二十五年法律第二百三十九号） 第二条
第三項（定義）に規定する先物取引（同条第
九項に規定する商品市場において行われる 同
条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲
げる取引を含む。）をいう。以下この条にお
いて同じ。） 又は外国商品市場取引（同法第
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項に規定する商品市場において行われる 同条
第十項第一号ホに掲げる取引を含む。）をい
う。以下この条において同じ。） ◆追加◆を
した場合 当該 商品先物取引の委託を受けた同
法第二条第二十三項に規定する商品先物取引
業者（以下この号 ◆追加◆において「商品先
物取引業者」という。）の営業所その他これ
に準ずるもの（以下この号 ◆追加◆において
「営業所等」という。）の長（ 商品先物取引
の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者
に当該 商品先物取引の委託をした場合にあつ
ては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先
物取引業者の営業所等の長）
二 商品先物取引をした場合（前号に掲げる場合
を除く。） 当該商品先物取引の相手方である
商品先物取引法第二条第九項に規定する商品
市場を開設した同条第四項に規定する商品取
引所の長
◆追加◆
三 委託により市場デリバティブ取引（金融商品
取引法第二条第二十一項（定義）に規定する
市場デリバティブ取引をいう。以下この条に
おいて同じ。）又は外国市場デリバティブ取
引（同法第二条第二十三項に規定する外国市
場デリバティブ取引をいう。以下この条にお
いて同じ。）をした場合 当該市場デリバティ
ブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託
を受けた金融商品取引業者等（同法第二条第
九項に規定する金融商品取引業者（同法第二
十八条第一項（通則）に規定する第一種金融
商品取引業を行う者に限る。 第五号において
「金融商品取引業者」という。）又は同法第
二条第十一項に規定する登録金融機関をい
う。以下この項において同じ。）の営業所の
長（市場デリバティブ取引又は外国市場デリ
バティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融
商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引
又は外国市場デリバティブ取引の委託をした
場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受
けた金融商品取引業者等の営業所の長）
四 店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第二
条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取
引をいう。以下この条において同じ。）をし
た場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方で
ある金融商品取引業者等の営業所の長（店頭
デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商
品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引を
した場合にあつては、当該取次ぎを引き受け
た金融商品取引業者等の営業所の長）
五 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券（同条第二十二項第四号に掲げる
取引に係る権利を表示するものに限る。以下
この条において同じ。）の取得をした場合 次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証
券に表示される権利の行使又は放棄をする

二条第十三項に規定する外国商品市場取引を
いう。以下この条において同じ。）をした場
合 当該 商品先物取引又は外国商品市場取引
の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定
する商品先物取引業者（以下この号 及び第三
号において「商品先物取引業者」という。）
の営業所その他これに準ずるもの（以下この
号 及び第三号において「営業所等」とい
う。）の長（ 商品先物取引又は外国商品市場
取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引
業者に当該 商品先物取引又は外国商品市場取
引の委託をした場合にあつては、当該委託の
取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業
所等の長）
二 商品先物取引をした場合（前号に掲げる場合
を除く。） 当該商品先物取引の相手方である
商品先物取引法第二条第九項に規定する商品
市場を開設した同条第四項に規定する商品取
引所の長
三 店頭商品デリバティブ取引（商品先物取引法
第二条第十四項に規定する店頭商品デリバ
ティブ取引をいう。以下この条において同
じ。）をした場合 当該店頭商品デリバティブ
取引の相手方である商品先物取引業者の営業
所等の長（店頭商品デリバティブ取引の取次
ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商
品デリバティブ取引をした場合にあつては、
当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の
営業所等の長）
四 委託により市場デリバティブ取引（金融商品
取引法第二条第二十一項（定義）に規定する
市場デリバティブ取引をいう。以下この条に
おいて同じ。）又は外国市場デリバティブ取
引（同法第二条第二十三項に規定する外国市
場デリバティブ取引をいう。以下この条にお
いて同じ。）をした場合 当該市場デリバティ
ブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託
を受けた金融商品取引業者等（同法第二条第
九項に規定する金融商品取引業者（同法第二
十八条第一項（通則）に規定する第一種金融
商品取引業を行う者に限る。 第六号において
「金融商品取引業者」という。）又は同法第
二条第十一項に規定する登録金融機関をい
う。以下この項において同じ。）の営業所の
長（市場デリバティブ取引又は外国市場デリ
バティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融
商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引
又は外国市場デリバティブ取引の委託をした
場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受
けた金融商品取引業者等の営業所の長）
五 店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第二
条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取
引をいう。以下この条において同じ。）をし
た場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方で
ある金融商品取引業者等の営業所の長（店頭
デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商
品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引を

49



場合 国内において当該権利の行使又は放棄
に関する事務の取扱いをする金融商品取引
業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価
証券の譲渡をし、国内においてその有価証
券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有
価証券の譲渡について売委託を受けた金融
商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受
けた法人（金融商品取引業者を通じてその
譲渡を受けたものを除く。）

２ 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げ
る取引又は取得をいい、同項に規定する差金等
決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区
分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しく
は放棄若しくは譲渡をいう。
一 商品先物取引 ◆追加◆ 当該商品先物取引 ◆
追加◆の決済（当該商品先物取引 ◆追加◆に
係る商品の受渡しが行われることとなるもの
を除く。）
二 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティ
ブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デ
リバティブ取引、外国市場デリバティブ取引
又は店頭デリバティブ取引の決済（当該市場
デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取
引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品
取引法第二条第二十四項に規定する金融商品
の受渡しが行われることとなるものを除
く。）
三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券の取得 当該有価証券に表示される
権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の
譲渡

した場合にあつては、当該取次ぎを引き受け
た金融商品取引業者等の営業所の長）
六 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券（同条第二十二項第四号に掲げる
取引に係る権利を表示するものに限る。以下
この条において同じ。）の取得をした場合 次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証
券に表示される権利の行使又は放棄をする
場合 国内において当該権利の行使又は放棄
に関する事務の取扱いをする金融商品取引
業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価
証券の譲渡をし、国内においてその有価証
券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有
価証券の譲渡について売委託を受けた金融
商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受
けた法人（金融商品取引業者を通じてその
譲渡を受けたものを除く。）

２ 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げ
る取引又は取得をいい、同項に規定する差金等
決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区
分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しく
は放棄若しくは譲渡をいう。
一 商品先物取引 、外国商品市場取引又は店頭商
品デリバティブ取引 当該商品先物取引 、外国
商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取
引の決済（当該商品先物取引 、外国商品市場
取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商
品の受渡しが行われることとなるものを除
く。）
二 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティ
ブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デ
リバティブ取引、外国市場デリバティブ取引
又は店頭デリバティブ取引の決済（当該市場
デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取
引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品
取引法第二条第二十四項に規定する金融商品
の受渡しが行われることとなるものを除
く。）
三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げ
る有価証券の取得 当該有価証券に表示される
権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の
譲渡

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（支払調書及び支払通知書）
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令
で定めるところにより、当該各号に規定する支
払（第十号及び第十一号に規定する交付並びに
第十三号に規定する差金等決済を含む。）に関
する調書を、その支払（当該交付及び当該差金
等決済を含む。）の確定した日（第一号又は第
八号に規定する支払に関する調書のうち無記名

（支払調書及び支払通知書）
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令
で定めるところにより、当該各号に規定する支
払（第十号及び第十一号に規定する交付並びに
第十三号に規定する差金等決済を含む。）に関
する調書を、その支払（当該交付及び当該差金
等決済を含む。）の確定した日（第一号又は第
八号に規定する支払に関する調書のうち無記名
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の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債
投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の
受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第
二号又は第八号に規定する支払に関する調書の
うち無記名株式等の剰余金の配当（第二十四条
第一項（配当所得）に規定する剰余金の配当を
いう。）又は無記名の投資信託（公社債投資信
託及び公募公社債等運用投資信託を除く。）若
しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る
収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八
号に規定する支払に関する調書のうち無記名の
公社債に係る第二百二十四条第四項（利子、配
当、償還金等の受領者の告知）に規定する償還
金に関するものについては、その支払をした
日。以下この項において同じ。）の属する年の
翌年一月三十一日まで（第二号に規定する支払
に関する調書並びに第八号に規定する支払に関
する調書のうち第二号に規定する配当等及び第
百六十一条第一号の二（国内源泉所得）に掲げ
る国内源泉所得に関するものについては、その
支払の確定した日から一月以内）に、税務署長
に提出しなければならない。
一 居住者又は内国法人に対し国内において第二
十三条第一項（利子所得）に規定する利子等
の支払をする者（当該利子等のうち、国外に
おいて発行された公社債又は公社債投資信託
若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権
に係るもので居住者又は内国法人に対して支
払われるものの国内における支払の取扱者を
含む。）
二 居住者又は内国法人に対し国内において第二
十四条第一項に規定する配当等の支払をする
者（当該配当等のうち、国外において発行さ
れた投資信託（公社債投資信託及び公募公社
債等運用投資信託を除く。）若しくは特定受
益証券発行信託の受益権又は株式（資産の流
動化に関する法律第二条第五項（定義）に規
定する優先出資、公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社
債的受益権を含む。）に係るもので居住者又
は内国法人に対して支払われるものの国内に
おける支払の取扱者を含む。）
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二
百四条第一項各号（報酬、料金等に係る源泉
徴収義務）に掲げる報酬、料金、契約金若し
くは賞金、第二百九条の二（定期積金の給付
補てん金等に係る源泉徴収義務）に規定する
給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は
第二百十条（匿名組合契約等の利益の分配に
係る源泉徴収義務）に規定する利益の分配に
つき支払をする者
四 居住者又は内国法人に対し国内において生命
保険契約 ◆追加◆に基づく保険金その他これ
に類する給付で政令で定めるものの支払をす
る者
五 居住者又は内国法人に対し国内において 第七
十七条第二項各号（地震保険料控除）に掲げ

の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債
投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の
受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第
二号又は第八号に規定する支払に関する調書の
うち無記名株式等の剰余金の配当（第二十四条
第一項（配当所得）に規定する剰余金の配当を
いう。）又は無記名の投資信託（公社債投資信
託及び公募公社債等運用投資信託を除く。）若
しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る
収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八
号に規定する支払に関する調書のうち無記名の
公社債に係る第二百二十四条第四項（利子、配
当、償還金等の受領者の告知）に規定する償還
金に関するものについては、その支払をした
日。以下この項において同じ。）の属する年の
翌年一月三十一日まで（第二号に規定する支払
に関する調書並びに第八号に規定する支払に関
する調書のうち第二号に規定する配当等及び第
百六十一条第一号の二（国内源泉所得）に掲げ
る国内源泉所得に関するものについては、その
支払の確定した日から一月以内）に、税務署長
に提出しなければならない。
一 居住者又は内国法人に対し国内において第二
十三条第一項（利子所得）に規定する利子等
の支払をする者（当該利子等のうち、国外に
おいて発行された公社債又は公社債投資信託
若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権
に係るもので居住者又は内国法人に対して支
払われるものの国内における支払の取扱者を
含む。）
二 居住者又は内国法人に対し国内において第二
十四条第一項に規定する配当等の支払をする
者（当該配当等のうち、国外において発行さ
れた投資信託（公社債投資信託及び公募公社
債等運用投資信託を除く。）若しくは特定受
益証券発行信託の受益権又は株式（資産の流
動化に関する法律第二条第五項（定義）に規
定する優先出資、公募公社債等運用投資信託
以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社
債的受益権を含む。）に係るもので居住者又
は内国法人に対して支払われるものの国内に
おける支払の取扱者を含む。）
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二
百四条第一項各号（報酬、料金等に係る源泉
徴収義務）に掲げる報酬、料金、契約金若し
くは賞金、第二百九条の二（定期積金の給付
補てん金等に係る源泉徴収義務）に規定する
給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は
第二百十条（匿名組合契約等の利益の分配に
係る源泉徴収義務）に規定する利益の分配に
つき支払をする者
四 居住者又は内国法人に対し国内において生命
保険契約 （保険業法第二条第三項（定義）に
規定する生命保険会社若しくは同条第八項に
規定する外国生命保険会社等の締結した保険
契約又は同条第十八項に規定する少額短期保
険業者の締結したこれに類する保険契約をい

51



る契約又は第二百七条第三号（源泉徴収義
務）に掲げる契約に基づく給付その他これに
類する給付で政令で定めるものの支払をする
者
六 生命保険契約 又は損害保険契約の締結の代理
をする居住者又は内国法人に対し国内におい
てその報酬の支払をする者
七 居住者又は内国法人に対し国内において第二
百二十四条第四項に規定する償還金の支払を
する者
八 非居住者又は外国法人に対し国内において第
百六十一条第一号の二若しくは第二号から第
十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に
規定する償還金の支払をする者
九 前号に該当するものを除くほか、国内におい
て不動産、不動産の上に存する権利、船舶若
しくは航空機（以下この号において「不動産
等」という。）の貸付け（地上権又は永小作
権の設定その他他人に不動産等を使用させる
ことを含む。以下この号において同じ。）若
しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産
等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手
数料の支払をする法人又は不動産業者（政令
で定めるものに限る。）である個人
十 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住
者に対し国内において第二百二十四条の三第
二項（株式等の譲渡の対価の受領者の告知）
に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする
同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に
規定する償還金等の交付をする者
十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者に対し国内において第二百二十四条の三
第三項に規定する金銭等の交付をする同項に
規定する交付をする者
十二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者に対し国内において第二百二十四条の四
（信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知）
に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を
する同条各号に掲げる者
十三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者が国内において行つた前条第二項に規定
する差金等決済に係る同項に規定する先物取
引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応
じ当該各号に定める者

２ 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるとこ
ろにより、当該各号に規定する支払に関する通
知書を、その支払の確定した日（第一号に規定
する支払に関する通知書のうち無記名の証券投
資信託の受益証券に係る収益の分配に関するも
の及び第二号に規定する支払に関する通知書の
うち無記名株式等の配当に関するものについて
は、その支払をした日）から一月以内 ◆追加
◆に、その支払を受ける者に交付しなければな
らない。
一 国内においてオープン型の証券投資信託（公
社債投資信託を除く。）の収益の分配につき
支払をする者（これに準ずる者として政令で

い、当該外国生命保険会社等が国外において
締結したものを除く。第六号において同
じ。）に基づく保険金その他これに類する給
付で政令で定めるものの支払をする者
五 居住者又は内国法人に対し国内において 損害
保険契約（保険業法第二条第四項に規定する
損害保険会社若しくは同条第九項に規定する
外国損害保険会社等の締結した保険契約又は
同条第十八項に規定する少額短期保険業者の
締結したこれに類する保険契約をいい、当該
外国損害保険会社等が国外において締結した
ものを除く。次号において同じ。）に基づく
給付その他これに類する給付で政令で定める
ものの支払をする者
六 生命保険契約 、損害保険契約その他これらに
類する共済に係る契約の締結の代理をする居
住者又は内国法人に対し国内においてその報
酬の支払をする者
七 居住者又は内国法人に対し国内において第二
百二十四条第四項に規定する償還金の支払を
する者
八 非居住者又は外国法人に対し国内において第
百六十一条第一号の二若しくは第二号から第
十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に
規定する償還金の支払をする者
九 前号に該当するものを除くほか、国内におい
て不動産、不動産の上に存する権利、船舶若
しくは航空機（以下この号において「不動産
等」という。）の貸付け（地上権又は永小作
権の設定その他他人に不動産等を使用させる
ことを含む。以下この号において同じ。）若
しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産
等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手
数料の支払をする法人又は不動産業者（政令
で定めるものに限る。）である個人
十 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住
者に対し国内において第二百二十四条の三第
二項（株式等の譲渡の対価の受領者の告知）
に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする
同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に
規定する償還金等の交付をする者
十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者に対し国内において第二百二十四条の三
第三項に規定する金銭等の交付をする同項に
規定する交付をする者
十二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者に対し国内において第二百二十四条の四
（信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知）
に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を
する同条各号に掲げる者
十三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居
住者が国内において行つた前条第二項に規定
する差金等決済に係る同項に規定する先物取
引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応
じ当該各号に定める者

２ 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるとこ
ろにより、当該各号に規定する支払に関する通
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定めるものを含む。）
二 国内において第二十五条第一項（配当等とみ
なす金額）の規定により剰余金の配当、利益
の配当又は剰余金の分配とみなされるものの
支払をする者（これに準ずる者として政令で
定めるものを含む。）

３ 前項に規定する支払をする者は、同項の規定に
よる通知書の交付に代えて、政令で定めるとこ
ろにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法（電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて財務省令で定
めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条
第二項（給与等、退職手当等又は公的年金等の
支払明細書）及び第二百四十二条（罰則）にお
いて同じ。）により提供することができる。た
だし、当該支払を受ける者の請求があるとき
は、当該通知書を当該支払を受ける者に交付し
なければならない。
４ 前項本文の場合において、同項の支払をする者
は、第二項の通知書を交付したものとみなす。

知書を、その支払の確定した日（第一号に規定
する支払に関する通知書のうち無記名の証券投
資信託の受益証券に係る収益の分配に関するも
の及び第二号に規定する支払に関する通知書の
うち無記名株式等の配当に関するものについて
は、その支払をした日）から一月以内 （当該各
号に規定する政令で定めるものが交付する場合
には、四十五日以内）に、その支払を受ける者
に交付しなければならない。
一 国内においてオープン型の証券投資信託（公
社債投資信託を除く。）の収益の分配につき
支払をする者（これに準ずる者として政令で
定めるものを含む。）
二 国内において第二十五条第一項（配当等とみ
なす金額）の規定により剰余金の配当、利益
の配当又は剰余金の分配とみなされるものの
支払をする者（これに準ずる者として政令で
定めるものを含む。）

３ 前項に規定する支払をする者は、同項の規定に
よる通知書の交付に代えて、政令で定めるとこ
ろにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法（電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて財務省令で定
めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条
第二項（給与等、退職手当等又は公的年金等の
支払明細書）及び第二百四十二条（罰則）にお
いて同じ。）により提供することができる。た
だし、当該支払を受ける者の請求があるとき
は、当該通知書を当該支払を受ける者に交付し
なければならない。
４ 前項本文の場合において、同項の支払をする者
は、第二項の通知書を交付したものとみなす。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第
百二十条第一項第三号（確定所得申告に係る所
得税額）（第百六十六条（非居住者に対する準
用）において準用する場合を含む。）に規定す
る所得税の額（第九十五条（外国税額控除）の
規定により控除をされるべき金額がある場合に
は、同号の規定による計算を同条の規定を適用
しないでした所得税の額） ◆追加◆につき所得
税を免れ、又は第百四十二条第二項（純損失の
繰戻しによる還付）（第百六十六条において準
用する場合を含む。）の規定による所得税の還
付を受けた者は、 五年以下の懲役若しくは 五百
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受け
た所得税の額が 五百万円をこえるときは、情状
により、同項の罰金は 、五百万円をこえその免
れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に
相当する金額以下とすることができる。

第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第
百二十条第一項第三号（確定所得申告に係る所
得税額）（第百六十六条（非居住者に対する準
用）において準用する場合を含む。）に規定す
る所得税の額（第九十五条（外国税額控除）の
規定により控除をされるべき金額がある場合に
は、同号の規定による計算を同条の規定を適用
しないでした所得税の額） 若しくは第百七十二
条第一項第一号若しくは第二項第一号（給与等
につき源泉徴収を受けない場合の申告）に規定
する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百
四十二条第二項（純損失の繰戻しによる還付）
（第百六十六条において準用する場合を含
む。）の規定による所得税の還付を受けた者
は、 十年以下の懲役若しくは 千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受け
た所得税の額が 千万円を超えるときは、情状に
より、同項の罰金は 、千万円を超えその免れた
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所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当
する金額以下とすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第
百八十一条（利子所得及び配当所得に係る源泉
徴収義務）、第百八十三条（給与所得に係る源
泉徴収義務）、第百九十条（年末調整に係る源
泉徴収義務）、第百九十二条（年末調整に係る
不足額の源泉徴収義務）、第百九十九条（退職
所得に係る源泉徴収義務）、第二百三条の二
（公的年金等に係る源泉徴収義務）、第二百四
条第一項（報酬、料金等に係る源泉徴収義
務）、第二百七条（生命保険契約等に基づく年
金に係る源泉徴収義務）、第二百九条の二（定
期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義
務）、第二百十条（匿名組合契約等の利益の分
配に係る源泉徴収義務）又は第二百十二条（非
居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務）の
規定により徴収されるべき所得税を免れた者
は、 三年以下の懲役若しくは 五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
◆追加◆
２ 第二百三条第一項（退職所得の受給に関する申
告書）の規定による申告書を提出しないで第百
九十九条及び第二百一条第一項（退職所得に係
る源泉徴収税額）の規定により徴収されるべき
所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは
五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
３ 前二項の免れた所得税の額が五十万円を こえ
るときは、情状により、 これらの項の罰金は、
五十万円を こえその免れた所得税の額に相当す
る金額以下とすることができる。

第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第
百八十一条（利子所得及び配当所得に係る源泉
徴収義務）、第百八十三条（給与所得に係る源
泉徴収義務）、第百九十条（年末調整に係る源
泉徴収義務）、第百九十二条（年末調整に係る
不足額の源泉徴収義務）、第百九十九条（退職
所得に係る源泉徴収義務）、第二百三条の二
（公的年金等に係る源泉徴収義務）、第二百四
条第一項（報酬、料金等に係る源泉徴収義
務）、第二百七条（生命保険契約等に基づく年
金に係る源泉徴収義務）、第二百九条の二（定
期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義
務）、第二百十条（匿名組合契約等の利益の分
配に係る源泉徴収義務）又は第二百十二条（非
居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務）の
規定により徴収されるべき所得税を免れた者
は、 十年以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた所得税の額が百万円を超えるとき
は、情状により、同項の罰金は、百万円を超え
その免れた所得税の額に相当する金額以下とす
ることができる。
３ 第二百三条第一項（退職所得の受給に関する申
告書）の規定による申告書を提出しないで第百
九十九条及び第二百一条第一項（退職所得に係
る源泉徴収税額）の規定により徴収されるべき
所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは
五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
４ 前項の免れた所得税の額が五十万円を 超えると
きは、情状により、 同項の罰金は、五十万円を
超えその免れた所得税の額に相当する金額以下
とすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百四十条 第百八十一条（利子所得及び配当所
得に係る源泉徴収義務）、第百八十三条（給与
所得に係る源泉徴収義務）、第百九十条（年末
調整に係る源泉徴収義務）、第百九十二条（年
末調整に係る不足額の源泉徴収義務）、第百九
十九条（退職所得に係る源泉徴収義務）、第二
百三条の二（公的年金等に係る源泉徴収義
務）、第二百四条第一項（報酬、料金等に係る
源泉徴収義務）、第二百七条（生命保険契約等
に基づく年金に係る源泉徴収義務）、第二百九
条の二（定期積金の給付補てん金等に係る源泉
徴収義務）、第二百十条（匿名組合契約等の利
益の分配に係る源泉徴収義務）、第二百十二条
（非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義

第二百四十条 第百八十一条（利子所得及び配当所
得に係る源泉徴収義務）、第百八十三条（給与
所得に係る源泉徴収義務）、第百九十条（年末
調整に係る源泉徴収義務）、第百九十二条（年
末調整に係る不足額の源泉徴収義務）、第百九
十九条（退職所得に係る源泉徴収義務）、第二
百三条の二（公的年金等に係る源泉徴収義
務）、第二百四条第一項（報酬、料金等に係る
源泉徴収義務）、第二百七条（生命保険契約等
に基づく年金に係る源泉徴収義務）、第二百九
条の二（定期積金の給付補てん金等に係る源泉
徴収義務）、第二百十条（匿名組合契約等の利
益の分配に係る源泉徴収義務）、第二百十二条
（非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義
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務）又は第二百十六条（源泉徴収に係る所得税
の納期の特例）の規定により徴収して納付すべ
き所得税を納付しなかつた者は、 三年以下の懲
役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。
２ 前項の納付しなかつた所得税の額が 百万円をこ
えるときは、情状により、同項の罰金は 、百万
円をこえその納付しなかつた所得税の額に相当
する金額以下とすることができる。
３ 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第
百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、
第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の
二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支
払をした場合において、支払を受けた者ごとの
支払金額を知ることができないときは、その金
額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算
した金額を、徴収して納付すべき所得税の額と
みなして、前二項の規定を適用する。

務）又は第二百十六条（源泉徴収に係る所得税
の納期の特例）の規定により徴収して納付すべ
き所得税を納付しなかつた者は、 十年以下の懲
役若しくは 二百万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科する。
２ 前項の納付しなかつた所得税の額が 二百万円を
超えるときは、情状により、同項の罰金は 、二
百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に
相当する金額以下とすることができる。
３ 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第
百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、
第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の
二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支
払をした場合において、支払を受けた者ごとの
支払金額を知ることができないときは、その金
額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算
した金額を、徴収して納付すべき所得税の額と
みなして、前二項の規定を適用する。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第
一項（確定所得申告）、第百二十五条第一項
（年の中途で死亡した場合の確定所得申告）若
しくは第百二十七条第一項（年の中途で出国を
する場合の確定所得申告）（これらの規定を第
百六十六条（非居住者に対する準用）において
準用する場合を含む。）又は第百七十二条第一
項（給与等につき源泉徴収を受けない場合の申
告）の規定による申告書をその提出期限までに
提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は 二十
万円以下の罰金に処する。ただし、情状によ
り、その刑を免除することができる。

第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第
一項（確定所得申告）、第百二十五条第一項
（年の中途で死亡した場合の確定所得申告）若
しくは第百二十七条第一項（年の中途で出国を
する場合の確定所得申告）（これらの規定を第
百六十六条（非居住者に対する準用）において
準用する場合を含む。）又は第百七十二条第一
項（給与等につき源泉徴収を受けない場合の申
告）の規定による申告書をその提出期限までに
提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は 五十
万円以下の罰金に処する。ただし、情状によ
り、その刑を免除することができる。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は 二十万円以下の罰金に
処する。ただし、第三号の規定に該当する者が
同号に規定する所得税について第二百四十条
（源泉徴収に係る所得税を納付しない罪）の規
定に該当するに至つたときは、同条の例によ
る。
一 第百十二条第一項（予定納税額の減額の承認
の申請手続）（第百六十六条（非居住者に対
する準用）において準用する場合を含む。）
に規定する申請書又は第百十二条第二項（第
百六十六条において準用する場合を含む。）
に規定する書類に偽りの記載をして提出し税
務署長の承認を受けた者
二 第百八十条第一項（国内に恒久的施設を有す
る外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税
の特例）、第二百六条第一項（源泉徴収を要
しない報酬又は料金）又は第二百十四条第一
項（源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉

第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は 五十万円以下の罰金に
処する。ただし、第三号の規定に該当する者が
同号に規定する所得税について第二百四十条
（源泉徴収に係る所得税を納付しない罪）の規
定に該当するに至つたときは、同条の例によ
る。
一 第百十二条第一項（予定納税額の減額の承認
の申請手続）（第百六十六条（非居住者に対
する準用）において準用する場合を含む。）
に規定する申請書又は第百十二条第二項（第
百六十六条において準用する場合を含む。）
に規定する書類に偽りの記載をして提出し税
務署長の承認を受けた者
二 第百八十条第一項（国内に恒久的施設を有す
る外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税
の特例）、第二百六条第一項（源泉徴収を要
しない報酬又は料金）又は第二百十四条第一
項（源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉
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所得）に規定する要件に該当しないのに偽り
の申請をしてこれらの規定に規定する証明書
の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二
百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定
による届出又は通知をしなかつた者及び第百
八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定
による通知をしなかつた者
三 第百八十一条（利子所得及び配当所得に係る
源泉徴収義務）、第百八十三条（給与所得に
係る源泉徴収義務）、第百九十条（年末調整
に係る源泉徴収義務）、第百九十二条（年末
調整に係る不足額の源泉徴収義務）、第百九
十九条（退職所得に係る源泉徴収義務）、第
二百三条の二（公的年金等に係る源泉徴収義
務）、第二百四条第一項（報酬、料金等に係
る源泉徴収義務）、第二百七条（生命保険契
約等に基づく年金に係る源泉徴収義務）、第
二百九条の二（定期積金の給付補てん金等に
係る源泉徴収義務）、第二百十条（匿名組合
契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務）又
は第二百十二条（非居住者又は法人の所得に
係る源泉徴収義務）の規定により徴収すべき
所得税を徴収しなかつた者
四 第二百二十四条第二項（利子、配当、償還金
等の受領者の告知）又は第四項に規定する告
知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定
する支払の取扱者に提出した者及び同条第三
項の規定に違反して告知書を提出させないで
支払をした者並びに第二百二十四条の二（譲
渡性預金の譲渡等に関する告知）に規定する
告知書に偽りの記載をして同条に規定する金
融機関の営業所又は事務所に提出した者
五 第二百二十五条第一項（支払調書）に規定す
る調書、第二百二十六条第一項から第三項ま
で（源泉徴収票）に規定する源泉徴収票又は
第二百二十七条から第二百二十八条の三まで
（信託の計算書等）に規定する計算書若しく
は調書をこれらの書類の提出期限までに税務
署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの
記載若しくは記録をして税務署長に提出した
者
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若し
くは第二百二十六条第一項から第三項までに
規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の
期限までにこれらの規定に規定する支払を受
ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に
偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付
した者又は第二百二十五条第三項若しくは第
二百二十六条第四項の規定による電磁的方法
により偽りの事項を提供した者
七 第二百三十一条第一項（給与等、退職手当等
又は公的年金等の支払明細書）に規定する支
払明細書を同項に規定する支払を受ける者に
同項の規定による交付をせず、若しくはこれ
に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交
付した者又は同条第二項の規定による電磁的
方法により偽りの事項を提供した者

所得）に規定する要件に該当しないのに偽り
の申請をしてこれらの規定に規定する証明書
の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二
百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定
による届出又は通知をしなかつた者及び第百
八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定
による通知をしなかつた者
三 第百八十一条（利子所得及び配当所得に係る
源泉徴収義務）、第百八十三条（給与所得に
係る源泉徴収義務）、第百九十条（年末調整
に係る源泉徴収義務）、第百九十二条（年末
調整に係る不足額の源泉徴収義務）、第百九
十九条（退職所得に係る源泉徴収義務）、第
二百三条の二（公的年金等に係る源泉徴収義
務）、第二百四条第一項（報酬、料金等に係
る源泉徴収義務）、第二百七条（生命保険契
約等に基づく年金に係る源泉徴収義務）、第
二百九条の二（定期積金の給付補てん金等に
係る源泉徴収義務）、第二百十条（匿名組合
契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務）又
は第二百十二条（非居住者又は法人の所得に
係る源泉徴収義務）の規定により徴収すべき
所得税を徴収しなかつた者
四 第二百二十四条第二項（利子、配当、償還金
等の受領者の告知）又は第四項に規定する告
知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定
する支払の取扱者に提出した者及び同条第三
項の規定に違反して告知書を提出させないで
支払をした者並びに第二百二十四条の二（譲
渡性預金の譲渡等に関する告知）に規定する
告知書に偽りの記載をして同条に規定する金
融機関の営業所又は事務所に提出した者
五 第二百二十五条第一項（支払調書）に規定す
る調書、第二百二十六条第一項から第三項ま
で（源泉徴収票）に規定する源泉徴収票又は
第二百二十七条から第二百二十八条の三まで
（信託の計算書等）に規定する計算書若しく
は調書をこれらの書類の提出期限までに税務
署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの
記載若しくは記録をして税務署長に提出した
者
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若し
くは第二百二十六条第一項から第三項までに
規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の
期限までにこれらの規定に規定する支払を受
ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に
偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付
した者又は第二百二十五条第三項若しくは第
二百二十六条第四項の規定による電磁的方法
により偽りの事項を提供した者
七 第二百三十一条第一項（給与等、退職手当等
又は公的年金等の支払明細書）に規定する支
払明細書を同項に規定する支払を受ける者に
同項の規定による交付をせず、若しくはこれ
に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交
付した者又は同条第二項の規定による電磁的
方法により偽りの事項を提供した者
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八 正当な理由がないのに第二百二十五条第三項
ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若
しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定
による請求を拒み、又は第二百二十五条第三
項ただし書に規定する通知書、第二百二十六
条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若し
くは第二百三十一条第二項ただし書に規定す
る支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規
定に規定する支払を受ける者に交付した者
九 第二百三十四条第一項（当該職員の質問検査
権）の規定による当該職員の質問に対して答
弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の
規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し
た者
十 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

八 正当な理由がないのに第二百二十五条第三項
ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若
しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定
による請求を拒み、又は第二百二十五条第三
項ただし書に規定する通知書、第二百二十六
条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若し
くは第二百三十一条第二項ただし書に規定す
る支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規
定に規定する支払を受ける者に交付した者
九 第二百三十四条第一項（当該職員の質問検査
権）の規定による当該職員の質問に対して答
弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の
規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し
た者
十 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百四十三条 所得税に関する調査に関する事務
に従事している者又は従事していた者が、その
事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、
又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又
は三十万円以下の罰金に処する。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第二百四十四条 法人の代表者（人格のない社団等
の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務又は財産に関して第二百三十八条から 第
二百四十二条まで（所得税を免れる等の罪・源
泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得
申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした
予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪）
の違反行為をしたときは、その行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金
刑を科する。
２ 前項の規定により第二百三十八条第一項 ◆追加
◆の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科す
る場合における時効の期間は、 同項の罪につい
ての時効の期間による。
３ 人格のない社団等について第一項の規定の適用
がある場合には、その代表者又は管理人がその
訴訟行為につきその人格のない社団等を代表す
るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二百四十三条 法人の代表者（人格のない社団等
の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務又は財産に関して第二百三十八条から 前
条まで（所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係
る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提
出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額
減額承認申請書を提出する等の罪）の違反行為
をしたときは、その行為者を罰するほか、その
法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科す
る。
２ 前項の規定により第二百三十八条第一項 、第二
百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違
反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合
における時効の期間は、 これらの規定の罪につ
いての時効の期間による。
３ 人格のない社団等について第一項の規定の適用
がある場合には、その代表者又は管理人がその
訴訟行為につきその人格のない社団等を代表す
るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

- その他-
施行日：平成23年 1月 1日
別表第二 〔省略〕 別表第二 〔省略〕
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- その他-
施行日：平成23年 1月 1日
別表第三 〔省略〕 別表第三 〔省略〕

- その他-
施行日：平成23年 1月 1日
別表第四 〔省略〕 別表第四 〔省略〕

- 改正法･附則・題名- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ 附 則（平成二二・三・三一法六）抄

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法
第二百三十八条の改正規定、同法第二百三
十九条の改正規定、同法第二百四十条の改
正規定、同法第二百四十一条及び第二百四
十二条の改正規定、同法第二百四十三条を
削る改正規定、同法第二百四十四条の改正
規定並びに同条を同法第二百四十三条とす
る改正規定
ロ 〔省略〕
ハ 〔省略〕
ニ 〔省略〕
ホ 〔省略〕
ヘ 〔省略〕
ト 〔省略〕
チ 〔省略〕
リ 〔省略〕
ヌ 〔省略〕
ル 〔省略〕
ヲ 〔省略〕
ワ 〔省略〕
カ 〔省略〕
ヨ 〔省略〕
タ 〔省略〕
レ 〔省略〕
ソ 〔省略〕
ツ 〔省略〕
ネ 〔省略〕
ナ 〔省略〕
ラ 〔省略〕
ム 〔省略〕
ウ 〔省略〕
ヰ 〔省略〕

二 〔省略〕
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
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イ 第一条中所得税法第二十四条第一項の改正
規定（「（平成七年法律第百五号）」を削
る部分を除く。）、同法第二十五条第一項
の改正規定、同法第五十二条第一項の改正
規定、同法第五十七条の四第一項の改正規
定及び同法第百五十七条第四項の改正規定
並びに附則第三条及び第六条の規定
ロ 〔省略〕
ハ 〔省略〕
ニ 〔省略〕
ホ 〔省略〕
ヘ 〔省略〕
ト 〔省略〕
チ 〔省略〕
リ 〔省略〕
ヌ 〔省略〕

四 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規
定、同法第七十九条の改正規定、同法第八
十三条の改正規定、同法第八十四条の改正
規定、同法第八十五条の改正規定、同法第
百八十五条及び第百八十六条の改正規定、
同法第百八十七条の改正規定、同法第百九
十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四
条第一項の改正規定、同法第百九十五条の
改正規定、同法第二百三条の三第一号の改
正規定、同法第二百三条の五第一項の改正
規定、同法第二百二十四条の五第一項第三
号の改正規定（「第五号」を「第六号」に
改め、同号を同項第四号とする部分を除
く。）、同条第二項第二号の改正規定、同
法別表第二の改正規定、同法別表第三の改
正規定並びに同法別表第四の改正規定並び
に附則第五条、第七条第一項及び第三項、
第八条並びに第九条第二項の規定
ロ 〔省略〕
ハ 〔省略〕

五 〔省略〕
六 〔省略〕
七 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条の改正規定、
同法第七十七条第二項第一号の改正規定
（「前条第三項第四号」を「前条第六項第
四号」に改める部分に限る。）、同法第百
九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十
六条の改正規定及び同法第二百七条第一号
の改正規定並びに附則第四条並びに第七条
第二項及び第四項の規定
ロ 〔省略〕

八 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項
第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号
とし、同項第四号を同項第五号とする改正規
定、同項第三号の改正規定（「第五号」を
「第六号」に改め、同号を同項第四号とする
部分に限る。）、同項第二号の次に一号を加
える改正規定及び同条第二項第一号の改正規
定並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所
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法及び商品投資に係る事業の規制に関する法
律の一部を改正する法律（平成二十一年法律
第七十四号）の施行の日
九 〔省略〕
十 〔省略〕

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則）

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第一条の規定による改正後の所得税法（以下附
則第九条まで及び第四十九条において「新所得
税法」という。）の規定は、平成二十二年分以
後の所得税について適用し、平成二十一年分以
前の所得税については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経

過措置）
第三条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定
は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同
項に規定する株式交換又は適格株式交換による
同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適
用し、個人が同日前に行った第一条の規定によ
る改正前の所得税法（以下附則第九条まで及び
第四十九条において「旧所得税法」という。）
第五十七条の四第一項に規定する株式交換によ
る同項に規定する旧株の譲渡については、なお
従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （生命保険料控除に関する経過措置）

第四条 新所得税法第七十六条の規定は、平成二十
四年分以後の所得税について適用し、平成二十
三年分以前の所得税については、なお従前の例
による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （障害者控除、扶養控除等に関する経過措置）

第五条 新所得税法第七十九条、第八十四条及び第
八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得
税について適用し、平成二十二年分以前の所得
税については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経

過措置）
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第六条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、
平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合
併等（同項に規定する現物分配のうち、残余財
産の分配にあっては同日以後の解散によるもの
に限る。）が行われる場合について適用し、同
日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定す
る合併等が行われた場合については、なお従前
の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置）

第七条 新所得税法第四編第二章第一節の規定、新
所得税法第百九十条（第二号ハに係る部分に限
る。）の規定及び新所得税法別表第二から別表
第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払
うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定す
る給与等について適用し、同日前に支払うべき
旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与
等については、なお従前の例による。
２ 新所得税法第百九十条（第二号ロに係る部分に
限る。）の規定は、平成二十四年一月一日以後
に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に
規定する給与等について適用し、同日前に支払
うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定す
る給与等については、なお従前の例による。
３ 新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十
五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年
一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四
条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申
告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定
する従たる給与についての扶養控除等申告書に
ついて適用する。
４ 新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規
定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同
条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申
告書について適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置）

第八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成
二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法
第二百三条の二に規定する公的年金等について
適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百
三条の二に規定する公的年金等については、な
お従前の例による。
２ 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平
成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項
に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申
告書について適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
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◆追加◆ （告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措
置）
第九条 新所得税法第二百二十四条の五（第一項第
一号及び第三号に係る部分に限る。）及びこれ
らの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項
（第十三号に係る部分に限る。）の規定は、新
所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する
先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取
引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティ
ブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則
第一条第八号に定める日以後に行われるものに
ついて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五
第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に
掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金
等決済で同日前に行われたものについては、な
お従前の例による。
２ 新所得税法第二百二十四条の五（第一項第四号
に係る部分に限る。）及び同号に係る新所得税
法第二百二十五条第一項（第十三号に係る部分
に限る。）の規定は、新所得税法第二百二十四
条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第
二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場
デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に
係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年
一月一日以後に行われるものについて適用し、
旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定す
る先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリ
バティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る
同項に規定する差金等決済で同日前に行われた
ものについては、なお従前の例による。
３ 新所得税法第二百二十五条第一項（第六号に係
る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の
日（以下「施行日」という。）以後に支払うべ
き同号に規定する報酬について適用し、施行日
前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一
項第六号に規定する報酬については、なお従前
の例による。
４ 施行日から平成二十二年十二月三十一日までの
間における新所得税法第二百二十五条第一項
（第六号に係る部分に限る。）の規定の適用に
ついては、同号中「共済に係る契約」とあるの
は、「共済に係る契約（農業協同組合法第十条
第一項第十号（共済に関する施設）の事業を行
う農業協同組合の締結した共済に係る契約その
他政令で定める共済に係る契約を除く。）」と
する。
５ 新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同
項に規定する支払の確定した日が施行日以後で
ある同項第一号に規定する収益の分配及び同項
第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又
は剰余金の分配とみなされるものについて適用
し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定す
る支払の確定した日が施行日前である同項第一
号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定
する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分
配とみなされるものについては、なお従前の例
による。
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- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （罰則に関する経過措置）

第百四十六条 この法律（附則第一条各号に掲げる
規定にあっては、当該規定。以下この条におい
て同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の
規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （その他の経過措置の政令への委任）

第百四十七条 この附則に規定するもののほか、こ
の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で
定める。
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